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午前１０時００分 開議

◎開議宣告

○議長（古舘繁夫君） おはようございま

す。

ただいまの出席議員は１１名であります。

定足数に達しておりますので、これから平成

２７年第１回美幌町議会定例会第５日目の会

議を開きます。

─────────────────────

◎日程第１ 会議録署名議員の指名

○議長（古舘繁夫君） 日程第１ 会議録署

名議員の指名を行います。

会議録署名議員は、会議規則第１２５条の

規定により、１０番吉住博幸さん、１１番橋

本博之さんを指名します。

─────────────────────

◎諸般の報告

○議長（古舘繁夫君） 諸般の報告を行いま

す。

諸般の報告につきましては、事務局長から

報告させます。

○事務局長（高崎利明君） 諸般の報告を申

し上げます。

本日の会議につきましては、お手元に配付

しております議事日程のとおりであります。

朗読につきましては省略させていただきま

す。

次に、地方自治法第１２１条第１項の規定

に基づく出席説明員につきましては、第１日

目と同様でありますので御了承願います。

なお、坂田議員、所要のため欠席の旨、届

け出がありました。

以上で諸般の報告を終わります。

─────────────────────

◎日程第２ 一般質問

○議長（古舘繁夫君） 日程第２ 一般質問

を行います。

２日目に引き続き、通告順に発言を許しま

す。

４番上杉晃央さん。

○４番（上杉晃央君） 〔登壇〕 それで

は、さきに通告しました２項目について順次

質問をしてまいりたいと思います。

１点目は、認知症対策についてでありま

す。

美幌クリニックの閉院後の診療対策とし

て、長年、美幌町の認知症治療、脳ドックの

検査、脳血管障害などの脳神経外科として地

域医療に大きな役割を果たしてきました美幌

クリニックが平成２７年３月２０日をもって

閉院することが決まり、患者だけではなく多

くの町民に動揺が広がりました。現在、４０

０名ほどの認知症患者が通院していると耳に

しておりますが、患者の皆さんから、これか

らどうすればよいのか本当に困ったとの声が

数多く届いております。

町として、閉院決定後の救急搬送、認知症

診療、脳ドック検査等の患者対策をどのよう

に取り組まれているのかをお伺いいたしま

す。

患者には、運転免許のない交通弱者も多

く、網走市、北見市への通院となれば経済的

負担以外にも精神的・肉体的な負担も重くな

ります。何とか月２回程度、美幌町で診療が

できるよう実現を図るべきと考えますがいか

がですか。

２点目であります。介護人材確保対策につ

いて。介護従事者就業支援制度の創設につい

てであります。

厚生労働省は、平成２７年度介護報酬改定

見直し案で、介護の人手不足解消を目的に介

護職員処遇改善加算とあわせて介護報酬全体

は引き下げる骨子を示しております。美幌に

限らず、介護施設の慢性的な人材不足は社会

問題となっております。本来、国が財源確保

をして応分の費用負担をすべきではありま

す。しかし、介護費用の抑制のため介護報酬

全体を引き下げ、介護施設の経営に大きな影

響を与える内容となっており、本当に介護職

員の処遇改善となるのか疑問を感じておりま

す。

町では、医療従事者就業支援補助金制度を

平成２５年度から創設し、医療施設の人材確
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保に大きな役割と効果を上げております。介

護施設側に確認したところ、金額がわずかで

も高い求人募集がある町外の施設に異動して

しまうことが結構あるとのことであります。

相変わらず若い年代層の離職率が高いようで

あります。

人口減少時代に入り、高齢社会の進行はま

すます介護を必要とする高齢者の増加は確実

であり、施設側も介護人材を確保できなけれ

ば、最悪の場合、廃業、撤退までしている地

域もあります。町としまして、若手の介護人

材確保、若者定住のためにも介護従事者支援

制度を創設すべきと考えますがいかがです

か。

１回目の質問を終わります。

○議長（古舘繁夫君） 町長。

○町長（土谷耕治君）〔登壇〕 上杉議員の

質問にお答えを申し上げたいと思います。

初めに、認知症対策について、美幌クリ

ニック閉院後の診療対策についてであります

が、美幌クリニックは平成８年１０月に開院

以来、脳神経外科としての診療はもとより、

脳ドック検査による疾病の早期発見・早期治

療や物忘れ外来の開設による認知症の早期対

策や重症化予防、さらには生活習慣病や認知

症予防などの健康教育など、美幌町の保健医

療の向上に多大な貢献をいただいておりま

す。

町では、１２月に閉院の説明を受けて以

来、美幌クリニック存続の道を探ってまいり

ましたが、診療継続は困難であり、残念なが

ら閉院が決定となったところであります。

４月以降の対応につきましては、救急隊員

が脳血管疾患の症状を現場で判断し、救急告

示公的病院である網走脳神経外科病院及び道

東脳神経外科病院へ直接搬送できるシステム

については継続し、脳ドック検査についても

網走脳神経外科病院、または桂ヶ丘クリニッ

ク、道東脳神経外科病院において、本年度と

同程度の受診者数枠を確保し、同料金での実

施を予定しております。

また、町内におけるサテライト診療につい

ては、美幌クリニックが所属する社会医療法

人明生会に要請しておりますので、御理解く

ださいますようお願いいたします。

次に、介護人材確保対策について。

介護従事者就業支援制度の創設についてで

ありますが、平成２７年度の介護報酬改定

は、２０２５年（平成３７年）に向けて、医

療・介護・住まい・生活支援が包括的に確保

される地域包括ケアシステムの構築を実現し

ていくため、平成２６年度制度改正の趣旨を

踏まえ、中重度の要介護者や認知症高齢者へ

のさらなる強化、介護人材確保対策の推進、

サービス評価の適正化と効率的なサービス提

供体制といった基本的な考え方に基づき行わ

れました。

介護職員は、兼ねてより給与水準が相体的

に低いこと、女性比率が著しく高い職場であ

り、結婚・出産段階での離職率が高く、本町

においても同じような傾向にあります。

介護人材は、２０２５年（平成３７年）に

は２３７万人から２４９万人が必要と推計さ

れており、毎年人材を確保していく必要があ

ります。

介護人材の確保に当たっては、事業者の意

識改革や自主的な取り組みを推進することが

重要であるとともに、人材の新規参入の促進

と定着を図る必要があり、他の業種に比べて

離職率が高いことや平均賃金が低いことなど

の課題を踏まえて、参入の促進、資質の向

上、環境改善・処遇改善といった視点から、

事業者とも連携して国、道、町が役割分担し

つつ、それぞれが取り組むことが必要であり

ます。

国においては、今回の報酬改定において

も、介護人材確保対策の推進として介護職員

の安定的な確保を図るとともに、さらなる資

質向上への取り組みを推進するため、介護職

員処遇改善加算として、現行の一人当たり月

額１万５,０００円に加え、さらなる資質向

上の取り組み、雇用管理の改善、労働環境の

改善の取り組みを進める事業を対象とし、月

額１万２,０００円相当の拡充を行うことと
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されました。

道の役割としては、介護人材の需給推計を

行い、介護保険事業支援計画に基づき人材確

保に向けたさまざまな取り組みの実施。町の

役割としましては、事業者の介護人材確保に

向けた取り組みの支援として、介護職員を養

成する初任者研修講座などの研修支援を引き

続き支援していくとともに、生活支援の担い

手をふやしていくための取り組みを行ってま

いります。

また、事業者の役割としましては、選ばれ

た事業所となるための魅力ある職場づくり等

を含めた介護職員の処遇改善、イメージアッ

プへの取り組みや職員の資質の向上のための

研修機会の確保なども必要であります。

介護従事者支援制度の創設につきまして

は、介護人材の確保の一つの手法と考えます

が、医療従事者就業支援補助金制度に加えた

拡充については、厳しい財政状況下において

他の業種とのバランスをとりながら、制度の

実績を踏まえて評価をしながら、あり方など

を見極めてまいりたいと考えております。

以上、御答弁をさせていただきました。よ

ろしくお願いをいたしたいと思います。

○議長（古舘繁夫君） ４番上杉晃央さん。

○４番（上杉晃央君） それでは、美幌クリ

ニックの閉院後の診療対策についてから再質

問していきたいと思います。

町長から答弁ありましたように、救急隊員

の判断で脳血管疾患の患者を直接、網走また

は北見に搬送できる体制は継続したいという

ことですから、これで町民の皆さんには大き

な安心ということが確保されたと思うのです

が、１回目に質問しましたように、私のとこ

ろに、直接通っている患者さんや、患者さん

ではなくて、その患者さんを抱えている家族

の方から非常に閉院後の通院とかということ

が大変だという、そういう要望が届いている

ということを１回目でも質問させていただき

ましたが、閉院決定後に町長もいろいろな努

力をされていることは、この間、総務常任委

員会等でも説明もありましたので、その努力

は十分承知しておりますけれども、直接町長

のほうに患者、あるいはその他の方から、こ

の対応についての要望みたいなことがあるの

かどうかについて、もしあればお聞かせいた

だきたいと思います。

○議長（古舘繁夫君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 私のほうに声は届い

ているかということだと思いますけれども、

ちょうど今、後援会活動をしておりまして、

私もいろいろなところでお話しさせていただ

く中で、きのうもそういった声が実はありま

した。高齢者のお二人で生活している中で、

脳の疾患によって体が動かなくなったという

ことで、藤田先生というか、美幌クリニック

が閉院することで非常に不安だし困っている

というような話を直接聞きましたし、そのほ

かにも民生部を通じて来ておりますし、私も

何件かそういう声を聞いている状況でありま

す。

○議長（古舘繁夫君） ４番上杉晃央さん。

○４番（上杉晃央君） 本当に高齢者の人口

の約４.６％ぐらいが美幌町の、今、４０２

人って民生部のほうから認知症の人がいると

いうふうに聞いておりますけれども、やはり

先ほどもお話ししたように、これから高齢化

が一定程度進む中で、さらにこの新たな患者

さんというのは当然ふえてきますので、そう

いった面では、病院事務長がわかれば教えて

ほしいのですが、美幌町に、いわゆる認知症

外来を標榜して対応できるようなクリニック

というのがあるのかどうか、もしその辺がわ

かれば教えてください。

○議長（古舘繁夫君） 病院事務長。

○病院事務長（大村英則君） 上杉議員の御

質問にお答えしたいと思います。

今、美幌クリニックが閉院するに当たっ

て、藤田先生と何回か打ち合わせさせてもら

いました。それで、軽度の認知症について

は、今、紹介状を書いて町内の診療所、ある

いは国保病院で受け入れるような対応になっ

ております。ちなみに、１２月の美幌クリ

ニックの紹介件数は１２件ありました。１月
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に入って３０件、２月に入って４５件という

状況になっておりますので、これらの患者さ

んについては軽度の認知症の紹介があったも

のではないかなと、このように理解している

ところであります。

そのほかに、田中医院だとか津別病院でも

受け入れるというような話になっております

ので、重度の障害を持った方についてはどう

なのかなと。そこが今、懸念されているとこ

ろであります。標榜している部分はありませ

ん。

○議長（古舘繁夫君） ４番上杉晃央さん。

○４番（上杉晃央君） ただいま閉院に当

たって、藤田先生のほうでそれぞれ軽度の患

者さんを中心に、町内あるいは津別の病院に

振り分けしながら協力を得ているということ

ですから、そこの部分はある程度町内の中で

の対応が。ただ、軽度以外の、いわゆる重度

の方については、やはり専門のドクターがい

るところでないと、専門医でないと対応でき

ないということですから、この部分を考える

と、私も先ほど質問に出したように、脳神経

の専門の先生が美幌に最低でも月２回ぐらい

お越しいただいて、そして患者さんを見てい

ただくと。そういうことを実現するのが、本

当に強い町民の要望なのだろうと思いますけ

れども、これは相手のある話ですから、向こ

う側も医師不足、そういうことからやむを得

ず長年貢献してきたクリニックを閉院せざる

を得ないという苦渋の決断の中でそうなった

ことは十分わかりますけれども、何とかこの

分、粘り強く明生会のほうと交渉を重ねてい

ただくしかないのかなと。そして、結果とし

て、よい結果に導かれることを私としては強

く望んでおりますが、その点、再度町長のほ

うから、その決意について、町民に向かって

答えていただきたいと思いますが。

○議長（古舘繁夫君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 美幌クリニックは、

ここで開院して１９年目を迎えるということ

で、多分、重度の後遺症を背負わないで済ん

でいるという方が相当おられるのではないか

なと思っていますし、また、藤田先生自体が

さまざまな委員会等の、そういった診療以外

の活躍も活動もされている方ということで、

非常に残念な思いなのですけれども、何と

か、今、議員おっしゃったようなことも含め

て、軽度の方については先ほど病院の事務長

から答弁させていただいたように、町内でで

きる診療所でお願いするというようなことも

ありましたけれども、それ以外の方は、やは

り直接、患者の皆さんもそうですし、藤田先

生自体も心配だというようなことがあると思

いますので、議員おっしゃったようなことも

含めて、何とか不安解消というようなことも

含めて、粘り強くといいますか、ただ、もう

３月に閉院してしまうということなので、早

急にといいますか、また交渉といいますか、

折衝を続けていきたいと思っております。そ

の中で、最低限どこまでできるのかというこ

とも含めて協議をしていきたいと、そのよう

に考えております。

○議長（古舘繁夫君） ４番上杉晃央さん。

○４番（上杉晃央君） 町長答弁のように、

私はとりあえず軽度の方については町内医師

会を中心にしながら協力体制がとれたという

ことですから、そこは本当に安心しておりま

すけれども、やはり重度の患者さんについて

は、特に藤田先生、町医者として非常に患者

さんから信頼の高い先生でもありましたし、

そういった意味では、重傷者の患者さん対策

として、３月２０日で閉院しても直後にすぐ

サテライトなんていうことにならないとして

も、どこかで再開できる、そういう見通しを

粘り強く交渉を重ねていただいて、町民の皆

さんの思い、期待に町長として最大限取り組

んでいただくということを強く私からも希望

して、この質問は終わりたいと思います。

○議長（古舘繁夫君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 町民の皆さんの願い

を受けて、それをかなえるのも私の役割だと

思っていますので、結果はどういう結果にな

るかわかりませんけれども、そしてこういう

場面でまだお話できないこともたくさんあり
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ますので、合意を得たらいいお知らせができ

るような努力を最大限していきたいと、その

ように思っております。

○議長（古舘繁夫君） ４番上杉晃央さん。

○４番（上杉晃央君） それでは、２点目の

介護従事者の就業支援制度の再質問をさせて

いただきたいと思います。

介護従事者の労働条件の不満について、介

護労働実態調査というのがありまして、平成

２４年度の、私も見てみたわけですけれど

も、不満の一番というのは町長、何だと思い

ますか。今、働いている方の不満で一番高い

のはどのようなことだというふうに想像され

ますか。

○議長（古舘繁夫君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 多分、労働過重に合

わない報酬だと思いますけれども、違います

でしょうか。

○議長（古舘繁夫君） ４番上杉晃央さん。

○４番（上杉晃央君） 要領よく回答してい

ます。実は、２つとも入っておりまして、１

番は仕事の内容の割に賃金が低いというふう

に感じている方が４３.３％。２番目は人出

が足りない、これが４２.４％です。３番目

は有給休暇がとりにくいというのが３５.６

％で、先ほど町長が言っていた、４番目に身

体的負担が多いというのが３０％で、やはり

この実態調査、厚労省がやっている中でも、

労働条件の中でも賃金が低いというのが一番

大きな不満になっているということなのです

ね。

それで、古いデータなのですけれども、実

際に賃金がどの程度低いのかという調査、平

成２２年度の厚労省の賃金構造基本統計調査

というのが公表されておりまして、全産業の

平均では３２３万円なのだそうです。それに

対して介護職は、町長、想像でいいのです

が、どの程度低いと思いますか。その調査結

果からいうと。全体では３２３万円なのです

けれども、どれくらい想像的に年間で低いと

いうふうに思われておりますか。

○議長（古舘繁夫君） 町長。

○町長（土谷耕治君） １００万円以上は多

分違うだろうと。２１４万円という数字もあ

りますけれども、全体で言うとやはり１００

万円ぐらいは違うのではないでしょうかね。

そのように受けとめておりますけれども。

○議長（古舘繁夫君） ４番上杉晃央さん。

○４番（上杉晃央君） 町長、きちっとそう

いう状況も把握してのことですけれども、町

長の答弁のとおり、平成２２年度のやつが一

番新しいのかどうか、私が調べた中ではこれ

しか得られませんでしたので、２１１万円ぐ

らいですから。全産業の平均から比べると１

１２万円低い。これ、実は３５％も低いので

すね。月額に割り返すと、約１０万円弱低い

と。これが今の介護職場の実態ということな

のですね。

そういう中で、そういいながらも、答弁に

もありましたように、これからますます介護

人材が足りなくなってくるという中で、新た

に介護職を、介護の仕事を選んだという理由

の中には、働きがいのある仕事だからが５

４.９％、今後もニーズが高まる仕事が３８.

４％、資格や技能が生かされるからが３７.

２％、人や社会に役立ちたいが３４.６％

で、人材確保が難しいといいながらも、この

介護労働の実態調査によると、介護の仕事で

頑張ろうという人も潜在的におられるのだな

と、私はそういうふうに読み取っています。

先ほどの答弁によると、不足者がこれから

急激にふえていくということではなくて、平

成３７年度には２３７万人から２４９万人必

要だということですが、いろいろな専門家の

資料を読んでいくと、これからますます高齢

化の進行が深まっていくと、現在より１００

万人以上介護職が不足するのではないかとい

うふうに言われております。それで、答弁の

中にあった、ことしの介護報酬、全体はマイ

ナス２.２７％で引き下げられているのです

けれども、これによる影響というのは、町長

どのように考えられますか。

○議長（古舘繁夫君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 今回、介護報酬が
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２.７％でしたっけ、２.２７％でしたっけ、

たしかそんな数字だと思いますけれども、介

護報酬が下げられたということで、この一つ

の要因として内部留保のある法人もたくさん

あるのではないかというようなことで下げら

れたと聞いております。ただ、一生懸命やっ

ているところは一生懸命やって、もうけよう

と思ってやっているところは余りないと思う

のですけれども、結果的にそういう内部留保

ができたところだけをとらえて、それを全体

がそうだという見方をして下げられるという

ことは、非常に危機的な状況にあるのではな

いかと私は受けとめております。

それで、最悪の場合、撤退するだとかとい

うことになったら、平成１２年にこの介護保

険制度ができた理念だとか考え方は物すごい

正しいと私思っています。社会で手助けが必

要な方については手を差し伸べようという制

度、考え方、これは間違いでないと思いま

す。ただ、運用の段階で、内部留保をたくさ

ん持つだとか、そういうことでこういうこと

になると、非常に社会で皆さんで手助けしよ

うというシステム自体が崩れていくような気

がしておりますので、今回の報酬の引き下げ

については非常に極めて不満であります。

○議長（古舘繁夫君） ４番上杉晃央さん。

○４番（上杉晃央君） 私も、詳しくいろい

ろ調べはしなかったのですけれども、どうも

国が内部留保の調査をしているのは、特定の

月の法人関係の収入状況を調査する中で、新

聞によると内部留保が他と比べて非常に率的

に高いと。それが本当に全国的に、全ての介

護関係の法人の経営状況がしっかり分析され

て、それで非常に内部留保の金額が多くてと

いうことであれば別なのですが、特定の月の

抽出したデータを使って、国は意図的に介護

費用を抑制するために、私は介護報酬全体で

は引き下げをしているというふうな見方をし

ております。これはなかなか難しいのです

が、今後、町長のほうにお願いしたいのは、

町村会等でそういう実態調査をきめ細かくし

て、しっかり介護の事業者、あるいはそこで

働いている介護従事者の人たちが、安心して

介護に専念できるように、町長がおっしゃる

ように介護保険制度全体の中でしっかり支え

ていくと。そういうことのために、正しい実

情を調査したりするようなことも、何かの機

会があればぜひ全国町村会等でも、国にお願

いをしていただきたいと思います。

ところで、今回、全体で引き下げられてお

りますけれども、別枠では処遇改善というこ

とで先ほどお話しがあったように、上乗せす

ることが決まっているようで、そこはしっか

り、制度ですから処遇改善はされると思いま

すけれども、私が危惧するのは全体で介護報

酬が引き下げられているときに、法人の収入

がやはり減ってまいります。そういう中で、

必ずや職員の処遇のほうに跳ね返ってくるこ

とは、これは必須ではないのかなと。私もた

またま知っている、趣味で一緒にしている女

満別の施設に勤めている介護職の方から聞い

たら、「そういうのはあってもなかなか現実

的には跳ね返ってこないですよ」という話

を、美幌がそうだというのではなくて、そう

いう話も聞きましたので、今回の介護報酬の

改定の中で、本当にそういったところから

しっかり介護従事者のための処遇改善という

のが取り組まれて、少しでも離職だとか、そ

ういったことに結びつかないようなことを期

待しております。

そこで、私が今質問しているような趣旨に

ついて、介護施設等から、こういう制度の創

設をしてほしいという介護従事者の、いわゆ

る支援金、補助金の制度を設けてほしいとい

うような要望が町長のところに届いているか

どうかについて確認させてください。

○議長（古舘繁夫君） 町長。

○町長（土谷耕治君） そういう声は聞いて

おります。それで、先ほど国に対して声を上

げていくというようなお話ありましたけれど

も、やはり一つの町だけで声を上げてもなか

なか大きな声として届かないので、もちろん

町村会だとか全道町村会だとかそういうもの

を通じて声を上げていかなければ、この制度
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自体が走りながら考えていこうというような

ことでスタートした記憶がありますけれど

も、余りにも悪い方向に行くようなことがあ

れば、どこかで声を上げて歯どめをかけなけ

ればいけないのではないかなというような思

いでおります。

それで、今なぜその問題かというと、地域

包括ケアもそうなのですけれども、あれもあ

くまでも居宅サービスにシフトしていこうと

いうようなことなのですけれども、その中で

施設サービス、特に金額的に介護報酬自体多

く払わないといけないというようなことがあ

るので、それを狙い撃ちしたような格好に

なっていると思うので、これもまたこの北海

道の特殊性を考えると、６カ月も冬の中で生

活する中で、やはり施設サービスを求めると

いうのは自然のことだと思います。自然に出

てくる声だと思いますので、そこを狙い撃ち

するようなことは極めて私にとっても町民の

皆さんについても、この地域に住んでおられ

る方にとっては非常に不安になるのではない

かと、そんな受けとめ方もしているところで

あります。

○議長（古舘繁夫君） ４番上杉晃央さん。

○４番（上杉晃央君） これは町長も、この

答弁の中にあるように、介護保険制度という

のが全体の枠組みででき上がって動いていま

すから、基本はやはり国、道、市町村、ここ

できちっとした財源負担をしながらというこ

となのですけれども、やはり根本的な責務と

いうのは国のほうにしっかり、国として財源

確保しながらやっていく。そのことが、ま

た、ある面では消費税とかそういった問題で

将来に不安のないようにということで、消費

税の税率改定だとかそういったことが行われ

ているわけですけれども、町長と私、同じ認

識なのですが、どうもやはり費用を抑えるた

めにいろいろな施策を講じた介護報酬の改

定、これらを３年に一遍、財務省主導という

のですか、そんなようなことで行われている

という印象が否めないのですけれども、そう

いっても町長いろいろな機会に国、道に要望

していきたいと、それは町村長の立場で私も

わかります。限られた財源ということはわか

るのですけれども、やはり美幌の中で、そう

いう施設サービスをきちんと安定的にやるた

めに、そういう人材を今のうちに美幌町が確

保する施策を講じる必要が私はあるのではな

いかと。そういった意味で、その辺の必要性

ということについて、もう一度、町長の考え

方をお答えいただきたいと思います。

○議長（古舘繁夫君） 町長。

○町長（土谷耕治君） １回目の答弁に

ちょっと戻るかもしれませんけれども、やは

り給与を含めて待遇が非常に悪い。その割に

は、労働としては非常に厳しいというような

ことで、私もちょっとデータを見てみたので

すけれども、介護職員の初任者研修だとか訪

問介護の養成研修を修了している方は全国で

３８０万人おられるそうです。そのうち、職

についている方が、訪問看護で４２万人、施

設介護で１１１万人ということで、合計で１

５３万人の方が介護の職についている。で

は、この２２７万人の方はどうしているのだ

ということだろうと思うのですけれども、多

分これは先ほど言った、労働の割には、志の

割には評価されていないというところだと思

いますので、それをどうするかというと、町

で報酬に対する支援をするということは極め

て難しいと思いますので、国、道がしっかり

とこの制度を維持していく、日本の医療保険

と同じように介護保険を維持するという気持

ちがあれば、社会保障と税と一体改革をして

社会保障に充てるというのであれば、その辺

しっかりと国も考えてもらわなければだめだ

ということで、国に声を上げていきたいとい

う思いであります。

私も、国に声を上げるということ、いろい

ろな場面で言っていますけれども、それで実

現したことも何点かありますので、引き続き

そういった思いを中央に届くように地域の皆

さんと、あるいは同じような地域の同じよう

な悩みを抱えている首長とも連携して声を上

げていきたいと、そのように思っておりま
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す。

○議長（古舘繁夫君） ４番上杉晃央さん。

○４番（上杉晃央君） 今、美幌町が行って

いる医療従事者の就業支援補助金制度という

のは、これもやはりそういう医療現場の人材

確保を町の立場からしっかり下支えしなが

ら、安定した医療環境を確保できるようにと

いうことで、平成２５年度に町長が英断され

て導入されたのだと思います。それと同じよ

うに、私は、そういう取り組みというのは、

町村長の判断でそうやって取り組まれたこと

を高く評価しておりまして、同じように介護

職についてもそういう実情があると思いま

す。この近くで言えば、隣の大空町や津別町

も、介護職といっても介護職全部に対して実

際には支援しておりません。限られた介護職

の中の資格の保有者に対して支援するという

ことですから、私はそういった意味で就業の

補助金とか、あるいは住宅の補助金とか、そ

ういったことを通じて、少しでもここに、美

幌にしっかり根づいていただいて、介護の仕

事に誇りを持って頑張ってもらうと。そうい

う人材を失わないようにすることと、あるい

はそういう制度をつくることによって、新た

に人材確保するという、そういう点が非常に

重要性が高いのではないかというふうに思い

ます。町長にとって医療従事者にはできて介

護従事者にはなかなかできないというのは、

財政問題以外に何かネックというのはあるの

でしょうか。

○議長（古舘繁夫君） 町長。

○町長（土谷耕治君） まず、２５年に医療

職の支援といいますか、スタートさせまし

た。それで、ことしで１年過ぎたということ

で、結構好評だということで、まず、一つに

は、これの定着をしっかり図って、命に関す

る職の部分についてはしっかりと人が確保さ

れるという道を探りたいと、確保したいとい

う思いでこの制度をつくりました。

それで、先ほども言いましたように、あと

介護と歯の問題、口腔のほうの美幌歯科医師

団のほうからも実は陳情を受けて、歯科医師

のほうもそういった面で従事者の不足がある

というようなことで、これ全部一遍に押し上

げていくということになると、相当な力業が

必要だと思いますので、まずは医療職の定着

を図って、さあ、その後どうするかというよ

うなことは、検討する時期も間もなくやって

来るのではないかと思っております。

それで、話は戻りますけれども、やはりこ

の制度自体の国の責任というものは、しっか

り処遇、待遇の面についても、もうちょっと

リーダーシップを持ってやってもらいたいな

という思いでおりますので、そういう状況も

見ながら、この町でどうできるかについて

は、今後の検討課題になってくるのだろう

と、そのように捉えております。

○議長（古舘繁夫君） ４番上杉晃央さん。

○４番（上杉晃央君） 本当に基本は、国が

しっかりやってくれればいいのでしょうけれ

ども、なかなかそのことが進まないために、

やはり各市町村の中でいろいろな厳しい財政

状況下の中に、それぞれ知恵を出し合って、

いろいろな施策を講じて人材確保していくと

いうことで取り組んでおられますし、その第

一弾として医療従事者に対して美幌町が平成

２５年度から取り組まれて、ある程度、定着

を図りながら効果が少しずつ出てきていると

いうことは、これは本当にすばらしいことだ

と思いますので、今、検討を間もなくする時

期が来るという、その間もなくというのはい

つなのかわかりませんけれども、私は極めて

優先度の高い要望だというふうに考えていま

すので、例えば、その間もなくの時期なので

すが、改選期も控えておりますけれども、平

成２７年度中にじっくり検討して一定の方向

性を出すというような決意を、町長の英断を

求めたいと思います。その辺については、時

期的なめどを、検討の時期、結論を出す時期

を２７年度中にということについてはいかが

でしょうか。

○議長（古舘繁夫君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 具体的にいつまでと

言われると非常に辛いものがありますので、
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検討自体は既に一部している部分もあります

ので、その中で、今の時点ではなかなか難し

いという判断をしておりますので、引き続き

検討していきたいと思っております。

それで、先ほど来、国の話ばかりしており

ますけれども、私は１回目の答弁のときに、

道の役割としては需給の推計だとか人材確保

に向けたさまざまな取り組みだと言っていま

すけれども、ほかの事業も含めて道はなかな

か金を出してくれないというような思いがあ

りますので、国もさることながら道にもしっ

かり声を、物を申していきたいと、そのよう

に思っております。

○議長（古舘繁夫君） ４番上杉晃央さん。

○４番（上杉晃央君） 北海道庁自体は本当

に崖っぷちの財政状況で、いつ転落するかみ

たいなことをずっと言われ続けているところ

ですから、そういった面では厳しさはあるの

でしょうけれども、やはり町長がおっしゃる

ように、道の役割というのは重要だと思いま

すので、私たちも機会を捉えていろいろな委

員会活動なんかで必要があれば、そういう道

あたりともお話ししてみたいと思います。

いずれにしても、繰り返しになりますけれ

ども、介護従事者の安定的な確保ということ

も、美幌町に今ある介護施設、あるいは訪問

系の居宅系を含めてかなりの人材がいて、そ

れを必要とする人をしっかり支えてくれてい

るのが現実ですから、そういった意味ではそ

の人たちがこれから美幌に本当にきちっと定

住していただいて、やはりしっかりサポート

していただけるように、なかなか時期を明示

するのは難しいということですから、これ以

上求めませんけれども、ぜひ私としては優先

度の高い制度創設であるということで、でき

るだけ早い時期に町長のほうから検討結果で

英断してくれることを期待して、この質問を

終わりたいと思います。

○議長（古舘繁夫君） 町長。

○町長（土谷耕治君） まず、医療職の従事

者のほうを先行させたということであります

けれども、これは命にかかわるというような

ことでありますし、介護のほうで言うと生き

る尊厳にかかわる問題だと思いますので、ま

ずは命にかかわるもの、これを優先させてい

ただいたということであります。その次は、

やはり生きることの尊厳にかかわる問題が重

要だと認識はしておりますので、時期は明示

できませんけれども、しっかりとした検討を

していきたいと、そのように思っておりま

す。

○議長（古舘繁夫君） 以上で、４番上杉晃

央さんの一般質問を終わります。

暫時休憩をいたします。再開を１１時とい

たします。

午前１０時４７分 休憩

────────────────

午前１１時００分 再開

○議長（古舘繁夫君） 休憩前に引き続き、

会議を開きます。

一般質問を行います。

通告順により発言を許します。

８番岡本美代子さん。

○８番（岡本美代子君）〔登壇〕 私は、さ

きに通告しております２点３項目について質

問をさせていただきます。

まず１点目、子育て支援についてです。

子育て支援の中で、１点目といたしまし

て、育児疲れや悩みを支える仕組みはどう

なっているか。２点目、赤ちゃん先生プロ

ジェクトの取り組みについてです。

まず１点目の育児疲れのほうから質問して

いきます。

神奈川県厚木市で、２月１６日、母親が幼

い姉妹２人を殺害する事件が起き、逮捕され

た母親は育児に不安があったと供述してお

り、９日にも千葉県柏市で母親が姉妹を殺害

する事件があったばかりであります。警視庁

によると、統計を取り始めた２００７年以

降、子育ての悩みが動機の殺人事件（殺人未

遂を含む）は毎年２０から３０件で推移して

おり、２０１４年は１７件だった。２０１４

年に逮捕、書類送検された容疑者は被害者の

実の親だったが、子育てに悩んで配偶者や内
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縁のパートナーを殺害するケースもあった同

じ動機の傷害事件（傷害致死を含む）は２０

０７年の１８件から増加傾向にあり、２０１

４年は４３件であった。

育児疲れをどう支えるか、悩んでいる母親

の発見やその後の対応策など町内の実態をお

聞かせください。

２点目の赤ちゃん先生プロジェクトの取り

組みについてです。

３歳児未満の乳幼児と母親が学校や高齢者

施設を訪れる赤ちゃん先生プロジェクトを、

神戸市のＮＰＯ法人ママの働き方応援隊が実

施している。育児中の母親の力にもなると２

０１２年から本格的に始め、母親は有料の養

成講座を受け登録し、派遣されたときは１回

２,０００円のお礼を受けている。赤ちゃん

の持つ力で、高齢者で口数の少ない表情のな

い方が、赤ちゃんが来るとまるで別人にな

る。なぜかは解明されていませんが、充実し

たひとときを過ごせるだけで意義深い取り組

みとなっています。また、学校の授業で赤

ちゃんと交流する取り組みが広がっていま

す。

赤ちゃん登校日に１０年かかわる鳥取大学

医学部医学教育学の准教授も、少子化や核家

族化の影響で今の子どもは他者とかかわるの

が苦手でも、赤ちゃんには批判されることな

く心を開きやすい、子育てで孤立しがちな親

も社会との接点が生まれ、赤ちゃんの力をか

りて生きることに前向きになれるといいま

す。

町内でも、保育園児が高齢者施設を訪れ、

お遊戯を披露するなどは長年取り組まれてい

ますが、赤ちゃん先生についての取り組みは

考えられないでしょうか、お考えをお聞かせ

ください。

２項目めの教育行政についてです。

ノーゲームデー推進の取り組みについて。

ノーゲームデー推進の取り組みについて、

北海道教育委員会などでつくる北海道子ども

の生活習慣づくり実行委員会が札幌市内で開

いたシンポジウムで、ノーゲームデー推進を

打ち出し、毎月第１、第３日曜日はゲームや

インターネットなど電子メディアとの過度な

接触を見直し、家族とのコミュニケーション

をふやし、生活習慣の見直しを目指す取り組

みが行われています。

北海道教育委員会が２６年度に中高生を対

象に行ったインターネット利用の実態調査

で、授業以外ではほぼ毎日インターネットを

利用していると答えた高校生は７４.５％、

中学生は５６％、１日の平均利用時間は高校

生が３時間１１分、中学生が２時間１２分、

インターネット利用のため犠牲にしている時

間、これは複数回答ですけれども、勉強が高

校生４１.４％、中学生３４.９％、睡眠が高

校生４０.２％、中学生２５.５％、また高校

生の２８.７％、中学生の１６.６％がイン

ターネット依存症を自覚していると答えてお

り、北海道教育委員会や札幌市教育委員会、

北海道ＰＴＡ連合会が実行委員会をつくり対

応策を検討していた中でのノーゲームデー推

進であり、本町においても小中高生で取り組

むことは考えられないでしょうか、お考えを

お聞かせください。

まず、１回目の質問を終わらせていただき

ます。

○議長（古舘繁夫君） 町長。

○町長（土谷耕治君）〔登壇〕 岡本議員の

質問にお答えを申し上げたいと思います。

教育行政については、後ほど教育委員会か

ら答弁をさせていただきたいと思います。

初めに、子育て支援について、育児疲れや

悩みを支える仕組みはどうなっているかにつ

いてでありますが、近年、我が国においては

急速な少子化の進行、核家族化や高齢化、ま

た、地域での人間関係の希薄化などにより、

家庭や地域での子育て力が低下していると言

われております。また、核家族化の進行や就

労環境の変化など、子どもと家庭を取り巻く

環境は大きく変化しており、子育てを社会全

体で支援していくことが必要となっておりま

す。

本町では、育児不安や悩みなどを相談する
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機関として、役場の保健師や児童支援担当の

窓口、子育て支援センターや各保育園・保育

所、子ども発達支援センターで実施しており

ます。子育て支援センターでは、育児不安や

悩みを持つ親などを対象に、電話や面接によ

り話を聞いて問題解決へのアドバイスをして

おります。また、育児疲れから来るストレス

解消には、ミニスポーツやママの手づくり

クッキングを行ったり、親子が一緒に遊ぶこ

とによって触れ合いを深めるとともに、出会

いの場、お友達づくりの場としてセンター開

放やお母さん方による育児の情報交換をした

り、自由におしゃべりができる場として自由

開放や休日開放など多くの行事を通じ、子育

て支援を広く実施しているところでありま

す。

また、出生した全ての子どもに新生児訪問

しているほか、必要に応じ妊婦や乳児に対し

保健師が家庭訪問を行い、母子の健康保持と

育児不安の軽減を図っております。さらに、

４カ月児、１０カ月児の集団健診を実施し、

異常の早期発見と離乳食指導、育児指導を行

う乳児健康診査や身体的・精神的に発達の著

しい子に対し、１歳６カ月児健康診査を行っ

ております。加えて、幼児期における疾病、

視聴覚の異常、精神・運動発達のおくれのあ

る子などを早期に発見し、適切な指導を行う

３歳児診査、健やかな子どもを育てるために

子育ての悩みや相談に応じる乳児相談や幼児

相談を実施しております。

次に、町立保育園では、園児の保護者に対

し年２回クラス懇談会を実施し、保護者同士

の交流の場として、子育ての悩みなどを話し

合う機会と捉えており、参加できない、また

はクラス懇談会で発言のできない保護者に

は、後日、担任と個人懇談会を開催し、相談

内容に合わせたアドバイスや対応を行ってお

ります。

お尋ねの育児疲れをどう支えるか、悩んで

いる母親の発見やその後の対策などでありま

すが、本町の子育て支援センターを初めとす

る多くの関係機関がその相談窓口となり、ま

た、保健師の各種訪問や健康診査、乳幼児相

談を実施することで、悩んでいる母親の早期

発見を行い、問題解決するまで継続して民間

保育施設を含めた関係機関と連携を図り対応

しております。

子どもは社会の希望であり、未来をつくる

力であります。安心して子どもを生み育てる

こと。また、一人一人の子どもが健やかに育

つことができる環境をつくることは重要なこ

とであります。これからも子育てに関するあ

らゆる機会や民生委員を初めとする地域の

方々などと連携を図りながら、社会全体で子

育てを支援してまいりたいと考えております

ので、御理解のほどよろしくお願いをいたし

たいと思います。

続いて、赤ちゃん先生プロジェクトの取り

組みについてですが、この赤ちゃん先生プロ

ジェクトは、育児中であっても仕事として母

親が赤ちゃんと一緒に社会参加できる仕組み

をという思いから生まれた出張授業プログラ

ムで、学校や高齢者施設にゼロ歳から３歳ぐ

らいまでの赤ちゃんである赤ちゃん先生と母

親であるママ講師がペアになり、命の授業を

行うものであり、平成１９年度に設立された

ＮＰＯ法人ママの働き方応援隊が実施してい

るとお聞きしております。

このプロジェクトのメリットは、育児中で

も仕事をしたい母親にとって、赤ちゃんと一

緒にいることがそのまま仕事になるというこ

とと、小中学校の授業では命の偉大さを伝

え、赤ちゃんの振るまいや反応から赤ちゃん

の思っていることを想像して、想像力や共感

力を養い、その結果、いじめにつながるよう

な人をからかう空気がなくなったと言われる

ようです。また、高校・大学の授業では、乳

幼児にほとんど触れたことがないまま親にな

る今の若い世代を反映し、親になる準備とし

て、子育ての実態を体感し、働き方や生き方

までを赤ちゃん先生と一緒に考えます。高齢

者施設では単調になりがちな施設暮らしの中

で、赤ちゃん先生はお年寄りにも癒やし効果

は絶大で、ふだんは無表情の方も笑顔にな
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り、施設利用者の方に自分の子育ての知恵や

生活の工夫をママ講師に伝授してもらう授業

もあり、誰かの役に立つことで生きがいを呼

び覚ます効果もあるとのことです。

また、この授業は、月１回、９カ月にわた

り継続的に行われ、授業開催に当たっては１

回３万円の受講料を学校や施設側が負担し、

毎回、ママ講師に２,０００円、授業をサ

ポートするトレーナーに３,０００円支払わ

れます。

現在、町立保育園では、園児が高齢者大学

との交流や高齢者施設の慰問を行い、簡単な

触れ合いゲームや、あやとり、こま、絵本の

読み聞かせなどの昔遊びや歌、お遊戯、手遊

びなどを実施しているところであり、園児は

高齢者と異世代交流することでお遊戯などを

披露する機会として意欲的に取り組み、ま

た、外出がなかなかできない高齢者にとって

も、ふだん見ることができない子どもたちの

お遊戯などを鑑賞することができ、大変喜ば

れているところであります。

お尋ねの赤ちゃん先生についての取り組み

は考えられないかということでありますが、

授業プログラムの内容やママ講師及びトレー

ナーの発掘や養成講座など経費を含め詳細に

検討する部分が多くあり、現在のところ、行

政としてこのプロジェクトを取り組む予定は

ありませんが、このプロジェクトを取り組む

ＮＰＯ法人の進出を期待するとともに、現

在、町が実施している取り組みを推進してま

いりますので、御理解をいただきたいと思い

ます。

以上、答弁をさせていただきました。よろ

しくお願いをいたしたいと思います。

○議長（古舘繁夫君） 教育長。

○教育長（平野浩司君）〔登壇〕 岡本議員

の御質問に答弁いたします。

ノーゲームデー推進の取り組みについてで

すが、本町における平成２６年度に実施され

た全国学力・学習状況調査の児童生徒質問紙

（小６・中３）の結果では、平日にテレビ

ゲームを３時間以上している割合は、小６・

中３ともに全国平均を若干上回っており、ま

た、平日に携帯電話やスマートフォンで２時

間以上通話やメール、インターネットをして

いる割合は、小６では全国平均を下回ってい

るものの、中３では全国平均を上回っている

状況になります。今や、テレビやパソコン、

携帯・スマホなどの電子機器の普及によっ

て、これからは私たちの生活の中でなくては

ならない便利で身近なものになっている一

方、不適切な使い方や長時間の接触等によっ

てネット依存や生活習慣の乱れなどから心身

の健康を壊したりすることが新たな問題とし

て指摘されています。

この問題の解決には、家庭において家族団

らんや親子のコミュニケーションの機会をふ

やす取り組みや地域が一体となった取り組み

が必要との考えから、北海道子どもの生活習

慣づくり実行委員会が、どさんこアウトメ

ディアプロジェクトの一つとして、ノーゲー

ムデーを設定、推進しているものでありま

す。

教育委員会といたしましては、特定の日を

ノーゲームデーとして設けるのではなく、家

庭における使用のルールづくりなどが重要と

の考えのもと、これまでも町広報紙を通じて

家庭や地域に子どもたちの学びの習慣化や規

則正しい生活習慣の確立に向けた呼びかけな

どの取り組みを行っておりますが、引き続き

地域と連携した取り組みになるよう努めてま

いります。

また、各学校においては、家庭における望

ましい学習習慣の定着と生活習慣の確立のた

めに、家庭学習の手引きや生活リズムチェッ

クシートの活用を働きかける取り組みを行っ

ております。

今後とも、子どもたちが心豊かにたくまし

く成長していけるよう、学校、家庭、地域、

関係団体等が一体となった取り組みを進める

ことが重要と考えております。

以上、御答弁させていただきましたので、

よろしくお願いいたします。

○議長（古舘繁夫君） ８番岡本美代子さ
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ん。

○８番（岡本美代子君） それでは、育児疲

れの悩みを支える取り組みのところから２回

目の質問をしていきたいと思います。

答弁にありますように、家庭や地域での子

育て力が低下しているとありましたけれど

も、２月の初めに配付されました広報紙で、

おじいちゃん、おばあちゃんの孫育て特集が

ありました。子育ては、おじいちゃん、おば

あちゃん、姉や妹の手助けは労力的にも精神

的も大変大きな支えになります。子育てで事

件を起こす親にも、私は２通りあるかなと

思っています。というのは、子育てに無関心

で放任して事件を起こす。それと、また、今

回のように熱心に育児をしていて疲れてしま

う親もいます。仕事をしながらの子育ては体

力的には大変ですけれども、気分を変えるこ

とができるとも言われています。専業主婦と

して２４時間子育てに向き合うのは大変しん

どいことではないかなというふうに思ってい

ますし、昔と違い大変情報が多い中で子育て

していくということは、親が知識があるだけ

に、例えば、ピロリ菌とかＯ－１５７とか新

しい情報がどんどん入ってきているので、私

たちが子育てした時代から見ると、やっぱり

難しくなっているのではないかなというふう

に思っています。

孫を育ててくれる祖父母がいるように、支

える手が多ければよいのですけれども、そう

でない家庭環境の人もいるというふうに思っ

ています。

答弁にありましたように、昔と違いまし

て、子育てのために多くの施策があります。

いっときから見ると本当にいろいろな手助け

があったり情報があります。確かに手助けは

ありますけれども、一番大切なのは悩める親

がＳＯＳを発信してくれるということなので

す。そこが一番重要ではないかなというふう

に考えています。みずからＳＯＳの声を上げ

てもらわなければ支援の手が届かないのでは

ないかというふうに思っています。

今、町では、昨年１２９人の子どもが生ま

れたというふうに報告され、新生児訪問をし

ているとのことですけれども、この時期に細

やかなアンケート調査などをして、その子ど

もが育っていく環境を早期に調査しているの

かなというふうに考えています。これはどう

なのかなというふうに思っています。例え

ば、お父さん、お母さん、孫育てをしてくれ

る環境にはないとか、それから夫が仕事で出

張がちであるとか、そういう子どもを取り巻

く、例えば子どもが年子でいるとか、まだ手

のかかる子どもが上にいるとか、生まれた１

人の子どもに対する情報を早くつかむ方法が

なされているのか。そこをちょっとお聞きし

たいなと思います。

子育て支援センターの相談は、１月から１

２月で１５７件。この子育て支援センター

も、大変子どもを育てるということに対して

は大きな役割を担っていると思われますけれ

ども、子育て支援センターでは１５７件とい

いますけれども、保健師が多くキャッチして

いる情報、近年悩みが多くなっているのか。

子どもはちょっと減ってきていますけれど

も、そういう難しいなと感じているのか。美

幌ではそういうことは余り心配することはな

いよというのか。その辺のことをちょっとお

聞きしたいなと思います。

○議長（古舘繁夫君） 民生部長。

○民生部長（藤原豪二君） 当然、保健師は

把握しておりまして、ただ、非常に難しい問

題でもございますので、個人の秘密を守りな

がら慎重に時間をかけながら保健師が対応し

ております。当然、微妙な問題がございます

ので、公表できることはちょっとないのです

けれども、十分対応しているというふうに考

えております。

○議長（古舘繁夫君） ８番岡本美代子さ

ん。

○８番（岡本美代子君） 個人情報まで出し

てくれとか、そういうことは考えていません

けれども、そういう難しい状況もあるのだな

というふうに受け取りました。

先ほどもう一つ、生まれたときの新生児に
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対して全戸訪問をしているということなので

すけれども、これも自分が子育てで子どもを

生んだときに、１カ月以内ですか、たしか来

ていただいたと思うのですけれども、それで

私はやっぱり子どもを好きなときに産んで好

きなように育てるというか、やっぱり子ども

は社会の一員として認められて、こういうふ

うに子育てに対してもそういう社会の目があ

るのだなという自分で経験したことがありま

す。この新生児訪問をしているとき、先ほど

の質問、たくさんいろいろしてしまいました

けれども、アンケートとか生まれた状態でこ

の子の環境というのですか、おじいちゃん、

おばあちゃんがいないとか、支える手が余り

なさそうだとか、上にはすぐ子どもがいると

かという情報は、すぐキャッチできるような

状態になっているかどうか、そこのところを

お聞かせください。

○議長（古舘繁夫君） 健康推進主幹。

○健康推進主幹（佐藤和恵君） 今、新生児

訪問のお話しをいただきました。全て訪問で

きております。この中で、お母さん方とお話

をしながら、支援の必要なお母さんについて

はそのまま継続して、また訪問するとかとい

うようなことで対応してございます。

○議長（古舘繁夫君） ８番岡本美代子さ

ん。

○８番（岡本美代子君） 細やかな支援の体

制が早い段階からとられているということ

で、大変安心いたしました。

この間もちょっと新聞に出ていたのですけ

れども、自分は孫がいませんけれども、今、

自分たちが育ててきたときとはちょっと育て

方が違う。頼まれれば手助けはするけれど

も、余り子育てに対する口出しはしないよう

にしているという話を、私は結構自分と同年

代のおばあちゃん世代から聞くわけですね。

ですから、そこで大切なのは、やっぱり今の

子育てをよく知っている保健師なんかの出番

が多くなってくるのだろうなというふうに感

じています。

この辺で、保健師や子育て支援の相談員と

か、私はやっぱり個人的につながる、生まれ

た子の早い時期にその子の環境、また親の環

境を察知して、そして早い時期から見守る。

しかも、毎回相談員がかわるのではなくて、

継続性があったり、顔の見える相談員という

ことを求めていきたいなというふうに思って

います。この辺のところは、もし答えられる

ことがありましたらお願いいたします。

○議長（古舘繁夫君） 民生部長。

○民生部長（藤原豪二君） いろいろと親は

自分の子どもに対して、我々がチェックして

いる部分があっても現実を認めたくないとい

う、そういう状況もございます。ですから、

とにかく親切な対応をしまして、時間はかか

りますけれども私どものほうに、秘密を守り

ますので、御相談いただければ時間をかけて

アドバイスをしていきたいと思っておりま

す。

○議長（古舘繁夫君） ８番岡本美代子さ

ん。

○８番（岡本美代子君） これは最後になり

ますけれども、ひとり親家庭、これは大変ふ

えていますけれども、その中の一割が子育て

パパというふうに言われています。これは先

ほどのいろいろな支援のところに行きづら

い、もちろん仕事をしている人が多いので行

きづらいとか、子育てのシングルママよりも

大変だと言われていますので、この辺なんか

の対応もきめ細やかな対応を望んで、この質

問は終わりたいと思います。

次に、赤ちゃん先生プロジェクトのほうに

入っていきたいと思います。

２月２５日の新聞報道なのですけれども、

旭川藤女子校で市内の、これは産婦人科が中

心にやっているのですけれども、赤ちゃん先

生に取り組んでいるという報道がありまし

た。子どもと二人きりの生活を送るママは、

社会で認められる場がなく、孤独で不安、か

わいい赤ちゃんを育てているのは私だとママ

が自信を持つようになる。その藤女子へ行っ

たときの様子が出ていましたけれども、赤

ちゃんがママと行進して入ってくると、悲鳴
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に似たような歓声が上がるというふうな報道

がありました。

赤ちゃんを育てることにみんなが協力す

る。それは赤ちゃんを抱いてみて、子どもは

やっぱり重いね、こういう重い子どもを連れ

て歩いているのだったら、いろいろ協力でき

ることがあるのではないか。それから、ベ

ビーカーを押していると、何かもっと手伝え

ることが私たちにもできるのではないかとい

うような、子どもとか周りの人にもそういう

社会性が出てくる、それが大きな効果だとい

うふうに言われています。それと、ママも子

育てが楽しい、このかわいい子を自分が育て

ているという自信になるということなので

す。

答弁では、最終的には、このプロジェクト

を取り組むＮＰＯ法人の進出を期待するとの

ことなのですけれども、金額的にも講師とか

いろいろありますので、私はこの赤ちゃんプ

ロジェクトがこのままの形で美幌でできると

いうふうには余り考えていません。ただ、こ

の方式を取り入れたようなことが、美幌方式

として取り入れられないかなというふうに

思っています。

先ほども言いましたように、今、美幌では

ことし１２９人の赤ちゃんが生まれたといい

ますけれども、昔は１５０人、１８０人とい

う、もっとたくさんの時代がありました。少

ない赤ちゃんをこういうことに取り組むこと

によって、もっと子育てのソフト面で支える

ことができるのではないかなというふうに思

います。これを、このままの方式ではなく、

先ほども言いましたように小児科の先生や何

かの協力を得ながら、美幌方式で取り組むこ

とはできないかなというふうに思っていま

す。この辺のところは町長のお考えになるの

かなと思いますけれども、お聞かせ願えませ

んか。

○議長（古舘繁夫君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 美幌方式、具体的に

ちょっとわかりませんけれども、どうでしょ

うかね。これはお金を受け取ってやるという

ことですよね。果たしてそれが、この地域に

合うのかどうか、ちょっとどうなのでしょう

かと思うときもあります。やるとしたら美幌

方式というようなことだろうと思いますけれ

ども、ちょっとそこまでまだ考えに至ってお

りません。

○議長（古舘繁夫君） ８番岡本美代子さ

ん。

○８番（岡本美代子君） 今言ってすぐとい

うことではないですけれども、お金を受け取

る、講習を９カ月とか、いろいろ難しい面は

あります。ただ、もっと美幌の人材とか、小

児科の先生とか、そういういろいろな方を巻

き込めば、私は余り無理な、お金がたくさん

かかることでもないかなというふうに思って

います。

例えば、そのお金が介在するということ

に、ちょっと違和感を覚えるかもしれません

けれども、例えば、こういうことに参加する

お母さんというのは、きっと仕事を持ってい

ないお母さんだと思いますけれども、やっぱ

り赤ちゃんと一緒になってじゃんじゃん働く

ということではないのですけれども、例えば

月に１回でも赤ちゃんと出ていって、こっち

は２,０００円と書いていますけれども、商

品券でも何かもらうことが認められるという

ことなのだというふうに私は思っています。

だから、これをすぐやれるかといったら、い

ろいろな難しい面もあるかもしれませんけれ

ども、子どもが余り生まれない、人口減少だ

ということで、赤ちゃんが生まれた、それを

みんなで喜んだり支えていく、そういうソフ

ト面のことが私は非常に大切だというふうに

思っています。

以前、赤ちゃんの駅の提案をさせていただ

きましたけれども、やっぱり赤ちゃんとお母

さんが一緒に出かけるということは非常に大

変なことなのです。自分も、昔の経験なので

すけれども、汽車に乗って札幌の病院へ父親

の御見舞いに行ったときに、びっちりだった

ものですから、おむつも取りかえられないの

で、ちょうどつなぎ目のところへ行って、新
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聞を敷いてそこで取りかえようかなとしてい

たのです。そのときに、ちょっと年配の方の

男性が、「お母さん、もういいからこっちに

来て座席で取りかえなさい」と言っていただ

いたのです。私も、ちょっと恐縮しながらそ

ちらのほうへ行って取りかえたのですけれど

も、そのときの感覚というのですか、大変あ

りがたかったというふうに覚えています。

美幌では、新年度予算ではじめての木づか

い事業ですとか、それから駅の２階に木の遊

び場をつくるとか、まちづくりアンケートな

んかを見ていますと、やっぱり子どもを連れ

て一緒に出かける場所がないという声なんか

がありましたので、そういうことを考えます

と、子育ての中で行く場所ができて、子ども

と一緒に遊べるということでは、本当に子育

てをしている親たちにとってはよかったかな

というふうに考えています。赤ちゃん先生プ

ロジェクト、これをそのままそっくりではな

くても、ぜひ美幌バージョンというのです

か、美幌ではもっと赤ちゃんにこういうふう

に優しくするよということを考えていただけ

ればなというふうに思っています。町長、何

かありましたら。

○議長（古舘繁夫君） 町長。

○町長（土谷耕治君） １回目の答弁させて

いただきましたけれども、保健師は地域に密

着した形でいろいろな取り組みをしておりま

すし、また、子育て支援センターを初め、保

育所、保育園であるとか、そんな中で子育

て、そして赤ちゃんのことも取り組みとして

やっておりますので、まずはこれをしっかり

と定着させる、充実させるというようなこと

をしっかりと取り組んでいきたいと思ってお

ります。

それで、コミセンでやっている子育ての事

業も、新年度まだ予算入っていませんけれど

も、１人増員するというようなことで、お母

さん方の要望にもこたえる形で取り組みをし

ているので、いろいろな取り組みがあると思

いますけれども、今やっているやつが不十分

だとは思いませんので、それらの充実をしっ

かりと取り組んでいきたいと、そのように考

えております。

○議長（古舘繁夫君） ８番岡本美代子さ

ん。

○８番（岡本美代子君） それでは、教育行

政のほうに入ってまいります。

昔、私たちが子どもを育てている時代は、

子どものテレビの見過ぎということにどう対

応するか、ゲームも出ていましたけれども、

そういうほうが多かったかなと思います。

今、若者とか子どもはテレビも余り見ない、

確かにそうなのですね。情報とかニュースは

ネットやスマホからというふうに言われてい

ます。

私も仕事をしながら子育てしましたので、

例えば、前にもここで言わせていただいたと

思うのですけれども、仕事を持つ親にとって

は、例えば子どもが外に魚釣りに行くよと

か、公園に１人で遊びに行くよというふうに

言われたほうが、本当に仕事を安心してでき

ないのです。落ちつかないのです。例えば、

親がいなくて子どもが留守番しているとき

に、家でゲームをしてくれたほうが、外でう

ろうろされるよりは本当に安心だと自分も経

験をしています。

答弁では、特定の日をノーゲームデーとし

て設けるのではなくて、家庭における使用の

ルールづくりが大変重要だというふうなお答

えだったと思うのですけれども、私がお母さ

ん方と話す機会があったときは、やはり学校

といいますか、ルールを決めてくれたほうが

助かるというふうな話も聞きましたけれど

も、こういうことは教育長どういうふうに受

けとめていらっしゃいますか。

○議長（古舘繁夫君） 教育長。

○教育長（平野浩司君） 答弁の中で、特定

の日をノーゲームデーとしてという部分のお

話しをさせていただければ、ノーゲームデー

を否定するわけではないのです。今回のこの

答弁に書いてございます、北海道子どもの生

活習慣づくり実行委員会というのが約２０団

体入っておりまして、その中に北海道町村教
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育委員会連合会、ということは私どもも入っ

ています。それから、全道の小学校長会、そ

れから中学校長会、ＰＴＡ連合会も入ってい

るので、当然、推進していくことではあるの

ですね。ただ、この中で気をつけなければい

けないのは、ここにも書いてございますけれ

ども、どさんこアウトメディアプロジェクト

という部分でいけば、ここで目指しているの

はネット利用を含めた望ましい生活習慣の定

着ということなのです。そこで、例えばノー

ゲームデーみたいなものを前面に発してしま

いますと、中には、なぜネット利用に関する

改善がゲーム禁止なのと、極端にとられる方

がおられるので、あえてこういう日というよ

りも、例えば、私はそれはそれで推進せざる

を得ない分はあるのだけれども、例えば親子

で触れ合う日とか、それから家庭団らんの

日、それがいいかどうか、そういうような形

の中できちんとやっていくべきではないかな

というのが真意でございます。その中でいけ

ば、やはりきちんとまだまだ親子でのルール

づくりとか、そういうものに対する働きかけ

が、私自身としては弱いというような思いを

持っていることもありまして、このような答

弁をさせていただいたということでございま

す。

○議長（古舘繁夫君） ８番岡本美代子さ

ん。

○８番（岡本美代子君） 先日の答弁で、平

成２３年のアンケート調査で、３歳児でも２

１.８％の子どもがゲームをするということ

で、私もこれに驚いていますけれども、その

３歳児の親もゲームをやってきた時代の親に

なったのだなというふうに感じています。

教育長、もちろんこのノーゲームデーだけ

ではなくて、生活習慣をどうするかというこ

とで取り組んでいくということで、私もそっ

ちのほうが大切。例えば、月２回しない日が

あってもということは思っています。ただ、

これだけ子どもの生活の中に、ゲームとか

ネットが入ってきているときに、毎日少しず

つ減らしていって改善するというのは一番理

想的な形かなとは思うのですけれども、その

辺のところがどっちが先かということはあり

ます。毎日少しずつ改善してよくなっていっ

たというほうが効果は大きいのでしょうけれ

ども、突然といいますか、例えばその先駆け

として、いついつはしないよとかという日を

つくるというほうが、私は入りやすいかなと

いうふうに思ったものですから、こういうふ

うに質問させていただきました。もちろん、

ゲームをしないで家族の時間を大切にする、

そして子どもの睡眠時間、勉強時間を確保す

るということが一番理想的ではあると考えて

います。

例えば、ゲームとかネットに対して、教育

委員会でもいろいろなことを発信していま

す。それは私も目にしているところなので

す。教育執行方針なんかでも、去年よりずっ

ときめ細やかになっているなというふうに自

分は読んで受けとめておりますし、これは今

後期待することなのですけれども、先ほどの

ゲーム、ネット利用のために犠牲にしている

時間で、睡眠が高校生４０.２％、中学生２

５.５％とのことなのですけれども、例え

ば、先ほどの生活習慣ということで考えれ

ば、眠育という取り組みもされています。こ

れは福井県御浜町なのですけれども、眠育に

取り組んで不登校が８人をゼロにすることが

できたという報道もありました。私は、

ちょっとこれは走り書きしたのですけれど

も、不登校によって時間があるからゲームや

ネットをして不眠になるのか、それとも、そ

れはどっちが先かわかりませんけれども、

ゲームやネット、それと睡眠をとるという生

活習慣もすごく大きなかかわりがあるという

ことなのです。ぜひ今後、ノーゲームデーだ

けではなく、そういうふうに今後どういうふ

うに進めていくというか、教育長の案といい

ますか、具体的な取り組みを考えているとい

うことがありましたら、最後にお聞きしてや

めたいと思います。

○議長（古舘繁夫君） 教育長。

○教育長（平野浩司君） 子どもたちがゲー
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ムをするという部分において、ネットを使っ

てというふうになれば、もうその段階で、例

えばコミュニケーションツールの一つという

か、そういう実態でもあるのですね。ですか

ら、当然、スマートフォンなんかでも、ソー

シャルメディアというか、そういうのを使っ

た中でもコミュニケーションをとっていると

いうのは現実の中で、ぜひ新年度は関係する

機関、当然、学校もＰＴＡも今まではどちら

かというと町広報なんかにこういうふうに、

みんなで使う時間を少なくしましょうという

話なのですけれども、一つの、今、道教委が

中心にやっているようなキャンペーン的なも

のを一斉に示すというか、２７年度はこんな

ことをみんなでやりませんかといった中で、

家庭に呼びかけるようなものを何かつくって

いければいいかなと思っている。その中で、

執行方針にも書いていますけれども、早寝早

起き朝ごはんというようなことをベースの中

に、例えば、さいたま市なんかは、まだ昔、

平成１９年ぐらいからノーテレビデーとか

ノーゲームデーなんかを言っていて、いまだ

にそのことをきちんと、何でそこに至ったか

ということをきちんとＰＲしながらやってい

る。その辺の経過もきちんと保護者の方々に

伝えながら、みんなで取り組むようなものを

やっていければいいかなというか、そういう

ような形で一歩でも前に進めればというふう

には思っております。

○８番（岡本美代子君） 質問を終わりま

す。

○議長（古舘繁夫君） 以上で、８番岡本美

代子さんの一般質問を終わります。

暫時休憩をいたします。再開を１時１５分

といたします。

午前１１時５１分 休憩

────────────────

午後 １時１５分 再開

○議長（古舘繁夫君） 休憩前に引き続き、

会議を開きます。

一般質問を行います。

通告順により発言を許します。

１０番吉住博幸さん。

○１０番（吉住博幸君）〔登壇〕 一般質問

をさせていただきます。

昨年の１２月から続く大雪に、担当職員の

昼夜を問わぬ対応に敬意を表するところであ

りますが、専決処分をしておきながら実働に

おける発注、指示おくれは否めないところで

ります。町内一円に降る雪でありますが、迅

速なる除排雪ができないのかと多くの町民が

感じている中、毎年繰り返す除排雪作業であ

りますので、釈迦に説法でありますが、いさ

さか意見具申をさせていただきたく、一つ

目、多数の人が利用、活用する公共施設（避

難所・学校を含め）周辺の町道の除排雪と出

入り口確保をしっかりすべきでは。２つ目、

直営班の排雪作業方法を根本的に見直して

は。

道路管理の小さい三つ目であります。

３月になり雪解け時期です。特に町なかの

町道に雪解け水が長い距離流れていて、車が

走行するたびに泥水を引っかけ合いの状況で

す。自宅・会社等敷地に面している排水口

（グレーチング上面）に関して、３点目、雪

解け水を速やかに排水するために、排水口の

氷割りを住民に協力を求める、仮称「氷割条

例」を制定してはとお尋ねするところであり

ます。

大きい２つ目であります。国保病院の事務

組織体制について。

病床を抱える国保病院の課題の一つであっ

た医師確保は、充足されることとなり喜ばし

い限りであり、多くの町民も等しく安堵した

ところです。議員側も関心を持ち、いかにし

て国保病院を支えていくべきか熱心に議論を

今後においても避けて通れない状況下におい

て、次なる懸念は、近い過去に道内の他の町

の事件であります。その出来事を踏まえた上

で、人事権者である町長に、一つ目、現病院

事務長の定年退職がことしの３月３１日と明

らかである中、病院の事務組織体制をどのよ

うに考えているのか。また、今後どのように

考えていくのかお示しいただきたいと存じま
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す。

二つ目、院務を掌理し、所属職員を指揮監

督する立場の病院院長は、事務組織体制をど

うあるべきと考えているのかを町長は承知し

ているのか、お聞かせ願いたいと思います。

１回目の質問を終わらせていただきます。

○議長（古舘繁夫君） 町長。

○町長（土谷耕治君）〔登壇〕 吉住議員の

質問にお答えをいたしたいと思います。

初めに、道路管理について、１点目の御質

問の多数の人が利用、活用する公共施設（避

難所・学校を含む）周辺の町道の除排雪と出

入り口確保をしっかりすべきではについてで

ありますが、この冬の降雪は新聞等でも報じ

られておりますように、いわゆる爆弾低気圧

が過去１５年間で最多となる接近回数であ

り、本町においてもたび重なる暴風雪の被害

に見舞われ、一斉除雪も２月２８日までで９

回実施しています。この中で、町は緊急対応

や公共施設、医療施設、教育施設周辺を優先

して除排雪を実施しているほか、年末年始の

人や交通量の増加、成人式などの行事で多く

の往来が見込まれる路線も積雪状況を勘案し

ながら実施しているところであります。

また、この冬は暴風雪により国道や道道が

通行どめとなり、避難所を開設し避難される

方々への対応もふえており、この経験を踏ま

えて救急搬送路線や避難所までの誘導路線の

確保が重要であると認識しております。

大雪によって生活や産業活動に御迷惑をお

かけしていますが、今後も各機関、庁内各部

局と連携を密にして、より安全で円滑な通行

を確保してまいりたいと考えておりますの

で、よろしくお願いをいたします。

２点目の御質問の直営班の排雪作業方法を

根本的に見直してはについてでありますが、

本町の排雪作業は町民の生活上支障が生じた

と判断した場合、普通車両の通行に支障を来

し、事故等の発生が予想されると判断した場

合を基準として実施しています。これまでの

排雪作業は、直営班が市街地区の幹線道路や

主要な生活道路を、グレーダー、ロータリ、

ショベル、ダンプの各除雪車を用いて民間事

業者が堆雪状況を勘案して各受け持ち地区の

バス路線、スクールゾーン、見通しの悪い交

差点などを各社保有のショベル・ダンプなど

の除雪車を用いて実施しています。しかし、

この冬のように、強い低気圧による暴風雪が

何日も続く状況では、直営班が担っている郊

外路線の除雪が難航して、除雪から排雪へと

作業がスムーズに移行されないこともあり、

民間事業者の協力により対応しています。

このようなことは今後も想定されることか

ら、風雪状況に応じて迅速に対応できるよう

十分な検討を加えるとともに、直営班と民間

事業者との効果的な役割分担や作業手法につ

いて随時協議して、いち早い通行確保に向け

た最良の方法に結びつけていきたいと考えて

おりますので、どうぞよろしくお願いいたし

ます。

次に、雪解け水を速やかに排水するため

に、排水口の氷割りを住民に協力を求める、

仮称「氷割条例」を制定してはについてであ

りますが、例年３月には雪解けが進み、路面

にたまった融雪水が大きな水たまりをつく

り、車や歩行者の通行を妨げております。こ

としはその時期が早まり、２月からしめった

大雪の後に暖気となることで融雪水が路上に

たまり、それが夜間には凍り、車や歩行者の

通行に支障を来すなど道路維持に苦慮してい

るところであります。

このような状況の中、町は天候状況を勘案

して排雪作業との調節を図りながら、道路の

排水桝を掘り出して水たまりを解消するため

の作業をしております。また、この作業につ

きましては、地域の皆さんからも自発的に自

宅付近の排水桝を掘り出していただいてお

り、泥はねや転倒防止につながっていますこ

とに感謝を申し上げる次第であります。

御質問のありました氷割条例の制定につい

てでありますが、排水口の氷割りも除雪同様

に地域の皆さんの協力がなければ立ち行かな

いと考えております。今後ますます高齢化が

進展していく中で、地域の皆さんの負担が過
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度にならず、かつ気象条件の変化に対応しな

がら円滑に処理ができる方法や道路附帯施設

の適切な配置など地域の皆さんの自発的な協

力をいただきながら進めていける手法を模索

してまいりたいと考えておりますので、どう

ぞよろしくお願いいたします。

次に、国保病院の事務組織体制について、

病院の事務局体制についての質問ですが、病

院職員の事務局の役割といたしましては、一

般事務はもとより医療請求に係る事務処理や

収益の確保と費用節減対策などの経営管理に

ついても担う必要があり、より専門的な業務

となっていることから、道内の自治体病院に

おきましても専門性の高い職種という観点か

ら、専門性が十分に発揮できるよう配慮した

人事配置を行っている自治体が多くなってお

ります。このため、病院への人事異動では、

病院での在籍期間を長くすることにより、一

般事務職であっても医療請求事務や経営管理

に関する業務なども含め、専門性が発揮でき

るよう配慮しているケースや診療報酬制度や

医療請求事務に精通している診療情報管理士

の有資格者を一般事務職として採用している

ケースなど、経営管理を重視し、病院経営の

かなめである事務局体制の強化を図る動きと

なっています。

このような観点から、本町の国保病院にお

きましても、今後は年次的に診療報酬制度や

医療請求事務に精通している診療情報管理士

の有資格者を一般事務職員として採用するな

ど、病院の経営管理の強化を図っていく考え

であります。

次に、病院長の事務局体制に対する考え方

であります。

病院の診療体制や事務局体制につきまして

は、病院の設置者と病院長が一体となって考

えていくものであり、病院長の考えは十分承

知しているところであります。病院長として

も経営基盤を支える事務局体制の強化を図る

ため、病院への人事配置は在職期間を長くす

ること、病院採用の職員を育成することによ

り専門性が発揮できると考えておりますの

で、引き続き病院長と十分連携を図りながら

病院職員の適切な人事配置を行いたい考えで

あります。

○議長（古舘繁夫君） １０番吉住博幸さ

ん。

○１０番（吉住博幸君） 今回、町長の答

弁、いろいろな方が既に私を前にしたら６名

の方が一般質問をされておりますが、本当に

私の印象としてもまれに御丁寧にお答えされ

ているのかなと、そういう印象を今まで捉え

ている中でありますので、私に対してもそう

いう心を開いた上で丁寧に思いをお互いに詰

めていきたいなと思っておりますので、前

もって私のほうからよろしくお願いしたいと

存じます。

さて、道路管理についてであります。答弁

書、そのとおりであります。というのは、今

までのやってこられたことを答弁として述べ

られている。ただ、今回、私は今までどおり

ではなくて、こうやって工夫したらいいので

はないかという趣旨に立って質問させていた

だいているのは、まず気持ちとして受けとめ

てください。この答弁がまずいとかいいとい

うことではなくて。

それで改めて、多数の人が利用する公共施

設で、ちょっと説明も含めて長くなります

が、雪というのは同時に町内一円に降るもの

だと私も心得ています。そういう意味では、

除雪体制と排雪体制というのはちょっと区別

しておかなければいけないだろうと。雪が

降っている最中も含め、除雪というのは差し

当たって町道という路線を最低限でも交通で

きる状態にしようというのが目的であって、

その対応として夜中中走ることもあるでしょ

う。ただ、私がここで一番聞きたいのは、そ

の町道といいながらも公共施設の出入り口が

私にとって重きのあるところであります。

除雪の場合、町道、例えば歩道がある中で

も８メートルのところもあれば、場所によっ

て３メートル道路もあるかもしれない。で

も、道路を確保するという意味で、見た目の

道路を通行に支障の来さないようにという思
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いでやっている除雪のときに、よく私も耳に

することでもありますし、私のところも、

「おい、吉住どうなっているのだ」と、半分

愚痴、文句、言いたくて来るときもありま

す。でも、目的が違うと思うのですね。除雪

の場合は、先ほど言ったように交通量を通行

に支障のないように、とりあえずということ

で出入り口の雪の間口という意味では、その

町道、敷地からいったら自分の宅地の敷地と

町道というのは基本的には接しています。だ

けれども、町道といえども、そして多少民地

に雪が除雪のときに入り込んだとしても、そ

の玄関口を預かっている住民に協力を願って

いるのが私は現状だと見ているのですね。も

ちろん、年を召された方、体に支障を来して

いる方、いろんな諸般の事情はあると思いま

すが、それでもそういう一つの流れの中で除

雪はこなしてきている。同時に一円に降る雪

ですから、目的からいってそれもやむなしと

私は思っているところであります。

そういう状況下で、今度、排雪のお話しを

絡めて申しますと、通常、排雪というのは本

当の緊急以外、除雪後に、天候にもよります

が、その後にやる仕事であります。今言った

ように、民間の方には置き雪を努力して自分

でやってくださいという流れであったとして

も、公共施設を預かる管理の仕方とは、私は

同じ行政内の人たちですよ。例えば、町道の

排雪は仮に建設部としますが、公共施設の管

理は、町民から言えば同じ役場の人がやって

いるでしょうということなのですね。町民の

目線からいったら。それは、款項目の節が

あって、その費用ということも後で触れます

が、除雪の雪を置き雪したら、町民には努力

して自分でやってくださいというのが今の流

れでありますし、しょせんできないこともあ

る。しからば、公共施設のときの間口が十分

に開いていない。あえて言えば、言いやすい

からお尋ねしますが、美幌町、何回ですか

ね、この大雪のために避難所を設けたのは。

私はたまたまその近くを通りかかって、偶然

にも避難所はどこですかという人に出くわし

ました。雪が降っていることもありました

が。そういう中で、入り口がわからない。私

もバックして、半分、誘導方々、そうしたら

雪に引っかかって私の車がいっとき動けない

状態になったことも、今回、経験させていた

だきました。

今回聞いているのは、民間の宅地の出入り

口を確保すれということを聞いているのでは

なくて、公共施設の出入り口ぐらい、そこを

管理している者が、皆さんの縦割り、横割り

組織であったとしても、町民の目線からいえ

ば、どう転んでも行政が行っていることで

しょうという観点に立った場合、対応をとれ

ないものかと思っているところであります。

町民には、自分の出入り口はやってください

というのであれば、例えば建設部、そこまで

手が回らないとするならば、堂々と他の役所

の職員に対して、施設を管理している者に対

して、施設管理上あなたが管理をしている公

共施設の出入り口は気を使っていただけませ

んかと言っても私はいいと思っているところ

なのですよ。そういう意味では、今、避難所

の話をさせていただきましたが、例えば町民

会館、いろいろなイベントがある。偶然、町

道に対して出入り口はＴ字路です。軽自動車

なら辛うじて交差できる除雪の車道幅であり

ますが、これだって同じことが言えるのでは

ないか。Ｔ字路ですから、ちょっとしぐさで

言いますと、この出入り口、間口の雪の積み

方によっては、この車だって飛び出さないと

左右が、車の通行確認できない。俗には、道

路管理上言わせていただければ、すみ切りと

言うのですが、目線で言うすみ切りの高さぐ

らいまで雪をどけてなかったら。そして回る

にしてもＴ字路になっているこっち側の雪、

多少どけてやっていなかったら、利用者の事

故にもつながるし、出入りに不自由をするの

ではないか。例えば、これが民間のホテルで

あれば、お客さんの出入りは経営という意味

でも影響の受けることなのですよ。これは民

間の、例えば旅館業、ホテル業、商店もみん

なそうです、町道に、県道に、国道にあった
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としてもやるのですね。私は、むしろこれを

建設部に聞きたいということではなくて、公

共施設を預かっている者として、例えば夏場

の話を一例で言わせていただけば、落ち葉が

落ちている。もちろん自分の敷地、掃除した

り拾ったりするでしょう。でも、外に落ちて

いる出入り口の落ち葉ぐらい掃除するのでは

ないですか。ましてや、春と秋の一斉掃除、

消防署のサイレンをお借りして、皆さんで町

道側も敷地として清掃しませんかとやってい

るぐらいなのですから。そこら辺は今は公共

施設を基準にして言わさせていただいていま

すが、できないものかどうかということを各

施設を預かっている管理者から、ちょっと悪

いけれどもお聞かせ願いたいなということ

で、この項目の２回目を終わらせていただき

ます。

○議長（古舘繁夫君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 御指摘いただきまし

た、町民会館の利用者に大変御不便をかけて

いるということ。この冬の雪の多さにかこつ

けるわけではありませんけれども、大変申し

わけなく思っております。

それぞれの部署で、担当職員含めてしっか

りと対応してまいりたいと、そのように考え

ておりますので御理解をいただきたい。

○議長（古舘繁夫君） １０番吉住博幸さ

ん。

○１０番（吉住博幸君） 今、代表して町長

が答弁された。もちろん、町長が答弁される

べきでありますけれども。

そこで、もう１点御指摘をさせてくださ

い。この項目、これで終わりますけれども。

施設を管理している上で、駐車場がありま

す。駐車場の中の雪押し、それは直営か。直

営というのはその施設が管理している車両と

いう意味で直営ということを今改めて言わせ

てもらいますが、やっているときに、それは

民間委託であったとして、自分の駐車場をは

ねたときにちょっと間口、ショベルでちょっ

とすくってくれないかいと言ったら、私、間

口の５メートル、１０メートルといったら５

分もかからないでできる作業だと思って見て

いるのですよ。それは何を言いたいか。駐車

場の雪よけ、もし車両が来ているのなら、そ

のついででもできる。これだけは御指摘させ

ていただいて、次に移ります。

直営班の排雪作業方法を具体的に見直して

はということであります。答弁もこのとおり

でありますけれども、私が申し上げたいの

は、回りくどい聞き方で申しわけなかったな

と思いますが、職員は正直言って熱心にその

ものはやっています。今回、補正したのが幾

らだと思います。軽く１億円を超えていま

す。補正した金額、専決も含めて。そうした

ら、担当する部署だって、この大雪、金額的

には何ぼあっても足りない。でも、効率よく

やらなければいけないという意識はお持ちだ

と思いますが、そういう意味で直営班の一例

を具体的に言わせていただきます。

民間業者は、例えばある路線のどこかの場

所としましょうか。「俺の玄関口、１台でも

２台でも投げてくれ」と言ったら、大型ショ

ベルと大型ダンプを持ってちゃんとこなすの

です。仮に路線です。町道という路線。距離

的に長さがあり幅がある。私は、直営班の

やっている姿を一つ一つ御紹介しますと、こ

の答弁書にありますが、ロータリ、これは車

両に雪を積む作業のためのロータリが主かな

と思っています。その後ろにグレーダー、こ

れは道路に積もった雪をある程度、一定の高

さにするための仕事かなと。ショベル、横出

しの雪を出すためかなと。これだけ能力のあ

る車両を含めて、一例を言いましたけれど

も、民間であれば、８メートルもあれば大型

ショベル１台で積み込みもできる。集めるこ

ともできる。一定の高さまで下げることもで

きる。そういう意味で考えていった場合、

ロータリがやるために、例えば誘導員、旗振

りという誘導員、目検討で８人や９人、枝道

を含めたらいらっしゃる。建設部長、民間

が、建設部がいただいた中で各業者がやって

いるのは、せいぜい旗振りといっても三、四

人で、長い距離ではなくて、今言う数字はで
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たらめですけれども、せいぜい五、六十メー

トルの枝線を基準にして、枝道と言ったほう

がいいですかね。一つ一つ、一つのブロック

として片づけていくと、長い距離を旗振り一

つ見たって半分以下でいいのではないか。

ロータリが、逆に使うがために、グレーダー

を用意する。ショベルを用意する。勤務とし

ては、確かに職員もグレーダーも張りついて

いるけれども、ロータリが動いている間、極

端な言い方をさせていただきますが、稼働し

ていないことも多いのかなと。例えば、排雪

に限って言えばです。その場所から雪がなく

なることが肝要であります。たくさんの雪を

運び出さなければ、距離数も稼げない。そう

いう意味では、民間の手法も含めて、どうで

しょうか。可能であれば並行した路線で今ま

での直営班のやり方と、民間のやり方で、費

用という意味で１回競争させていただけませ

んか。長年のやり方が、費用という意味でい

いのか。工夫することによって、除雪、排雪

費も浮くということが確認できれば、今お聞

きしたいのは２点目として、既存のやり方に

対して、直営班と民間の並行した路線ぐらい

しか言えないのですが、１回費用のかかり方

ということで競争させていただけないかとい

うことを２点目の２回目としてお尋ねしてお

きたい。

○議長（古舘繁夫君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 何点か質問あったと

思いますが、漏れていたら御指摘をいただき

たいと。

せっかく民間の業者の方が来ていただいて

いるので、ちょっと間口もやってもらえたら

どうだという話ですけれども、なかなかそう

いうわけにも、民間の方は民間の方で除雪の

受け持ち、あるいは民間の施設の除雪もやっ

ておられるということで、なかなか難しい

と、そのように思っております。

それと、直営班の排雪のことですけれど

も、やはり基本的には安全性でしょうね。安

全性の確保をしなければいけないと思ってお

ります。

それで、何人も必要だというのは、長い距

離をとめる、そういうことも含まって、パー

ツパーツを分けてやればいいというようなこ

ともあるかもしれませんけれども、やはり長

い距離をとめる、それなりには安全確保の人

が必要だと、そのように思っております。

ただ、民間に学ぶところはしっかり学ん

で、いいところは取り入れるということは、

今後についても積極的にやっていきたいと、

そのように思っております。

○議長（古舘繁夫君） １０番吉住博幸さ

ん。

○１０番（吉住博幸君） 道路管理の三つ

目、氷割条例を設定したら。

長年、私は町民に、先ほど言ったように、

玄関口は自分で努力してくださいという方針

とともに、せめて自分の敷地に接している排

水溝の口、やっていただけませんかというの

も、私は一つの位置づけが必要だという思い

で言わせていただきました。今、これは質問

にはなりませんが、一例を言うと、あるとこ

ろ、行政のお仕事で、その方の家の横といっ

たらいいのかな、排雪した。排雪が終わった

途端、排雪作業車はもう来るな、ダンプ来る

なという町民がいらっしゃったのですよね。

私の心境としては、この方、かなり都合のい

い方かなと思ったのですけれども、それはそ

れとして、全てを行政が管理するといったら

お金のかかることなのですよ。ですから、そ

の方にも逆に、先に御協力願うという意味

で、町民のすべきことというものが一つあっ

たほうがいいのではないか。１２月もこんな

話をさせていただきました。道路に車を置く

なら、だめだというのではなくて、最低限の

ルール、自分の車の場所に旗を立てて除雪

車、排雪車のさらなる事故がないように配慮

したほうがというような話もさせていただい

た一環として、私はついでに、ついでと言っ

たら怒られるけれども、町民の責務として

きっちりうたった上で、行政がやるべきこと

はしっかりやっていく。このほうが私はわか

りやすいなと。このようなことを言っている
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ということで、担当の方は受けとめていただ

きたい。

次に、国保病院の事務組織体制についてお

聞かせ願いたい。

議員仲間は、議員の一般質問の、他の答弁

書を一括して閲覧できる立場にある中で、他

の議員から、おまえ聞き方おかしい、回りく

どい、そういうことを踏まえて、いま一度、

国保病院の事務組織体制について１番目の２

回目としてお聞きしたいのは、実は、事務

長、３月３１日定年というのは既に皆さんわ

かっているところであります。

そこで何を聞きたいか。他の町の例を具体

的に言わなければ皆さん承知していないとい

うのであれば述べさせていただきますが、あ

る町は定年退職の事務長のその後のことで、

行政側として定年退職ですからおやめになっ

ていただいた。かわりの事務長が配置され

た。そうしたら、そこの病院は、軽く半数を

超える医者が辞表を出されたというのが報道

にもしっかり流れています。

私は今回、これは別の意味で越権行為か

な、いやいや、越権行為ではないと自分に強

く言い聞かせて聞いているわけですけれど

も、今、議員の多くは国保病院、病床を持っ

ている国保病院は守らなければいけないとい

う思いの中で、美幌ではまだ発生はしていま

せんよ。でも、そういう兼ね合いも含めたと

きに、他の町ではありますけれども、やはり

そのこともどこかで頭に入れておかなければ

いけない、そう思って聞いているところであ

ります。

私は、この人事権を侵すものではありませ

ん。ただ、定年退職者がいるという意味合

い。次、どういうお考えで事務長を据えるの

か。この答弁書を見たら、診療情報管理士を

事務長にする要件かなという意味合いでとれ

る部分もあるし、そうしたら、この資格を

持っている人はかなり若い人になってしまう

なと。それで、私の聞き方も悪かったのです

が、改めてどういう思いで事務長を据えるの

かをお聞きしておきたいし、その前に１点ほ

ど、病院の事務体制と聞いていますが、済み

ません。私の認識が悪ければ教えてくださ

い。事務職の方は事務局というふうにお答え

になっているから、そこら辺、ちょっと軽く

内容があればお教え願いたいなと思っており

ます。

○議長（古舘繁夫君） 町長。

○町長（土谷耕治君） まず、氷割条例のこ

とでありますけれども、どういう形で氷割条

例を求めているのか、ちょっと内容がわかり

ませんけれども、まさにおっしゃったことは

自治基本条例の骨の部分でありますから、横

串を通すようなこの自治基本条例があります

ので、それに基づいてしっかり取り組みはで

きると思っております。

さらには、美幌町はボランティア活動に物

すごい意欲ある住民の方々が多い。そんな中

で、今現実にやっていただいていますので、

条例を制定して何をするのかというのはよく

わかりませんけれども、その必要は今のとこ

ろないだろうと、そのように思っておりま

す。

それから、事務長の後任ですけれども、こ

れは当然退職ですので、しかるべき人を後任

にしっかり配置していきたいと、そのように

思っております。

○議長（古舘繁夫君） １０番吉住博幸さ

ん。

○１０番（吉住博幸君） 急な話で、これは

議長、私が行き過ぎだったら議長権限でとめ

てください。

そうであれば、昨年から再任用制度という

のが美幌町で採用されている。そういう意味

で、再任用といっても受付期間、それに応募

した人が仮にいたとした場合、例えば審査期

間。その後、審査してもこれが極端な言い方

その結果をお知らせする期間もあると思いま

す。あった上の話ですよ。そう見ていったな

らば、当然、もしあっただけの話をしても、

審査期間も含めたら、私は３カ月、４カ月前

に受付はもう終わっていて、そういう形のも

し審査期間があったとするならば、あったと
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思って見ているのです。

再任用制度というのは、職員の定数に含ま

れる任用制度ということも承知しております

が、はたまた専門職という観点から言えば、

別な雇用体制もあると思う。そして、順当か

らいったら、定年前の職員をもちろん配置す

るのも体制であります。そこら辺、興味が

あって１点、お答えできなければできないで

構いませんが、再任用制度というもとにおい

て、申し込みがあったかなかったか。あった

とすれば、そのイエス、ノーも含めて、その

答えのイエス、ノーを知りたいという意味で

はなくて、返答されているか。よろしけれ

ば、権限外のことであればやめておきます

が、できましたら許される範囲内でお答えい

ただければありがたいなと思っています。

○議長（古舘繁夫君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 個人的なことですの

で、お答えはできません。

○議長（古舘繁夫君） １０番吉住博幸さ

ん。

○１０番（吉住博幸君） それでは、この件

の２つ目、病院院長とこういう絡みでお話し

合いは、その内容は明かされないのは仕方な

いですが、どのぐらいの回数、お話し合いさ

れているかだけお聞きしてやめます。

○議長（古舘繁夫君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 回数は、ちょっと記

憶がございませんけれども、人事のときには

協議はしております。

○議長（古舘繁夫君） １０番吉住博幸さ

ん。

○１０番（吉住博幸君） 町民の多く、議会

議員の多くも含めて、病院を守ろうと。健

康、命、守っていくために、その必要性とい

うのは十分認識している中で、きちっとした

こういうことも興味あるところでありますこ

とを再度申し上げて、全体通しての一般質問

を終わらせていただきます。

ありがとうございました。

○議長（古舘繁夫君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 今、新しい体制に

なって、病院の院長も国保病院の改革への

ロードマップもしっかりつくって、それに基

づいてより信頼される病院を目指していると

いうことでありますし、設置者の私も望んで

いることでありますから、病院長とも一体と

なり、また、それを支える事務局体制もしっ

かりと、人事含めてしっかりとした対応を

とっていきたいと、そのように考えておりま

す。

○議長（古舘繁夫君） 以上で、１０番吉住

博幸さんの一般質問を終わります。

暫時休憩をいたします。再開を２時１５分

といたします。

午後 １時５９分 休憩

─────────────────

午後 ２時１５分 再開

○議長（古舘繁夫君） 休憩前に引き続き、

会議を開きます。

一般質問を行います。

通告順により発言を許します。

２番大江道男さん。

○２番（大江道男君）〔登壇〕 私は、既に

通告をしております３点につきまして一般質

問をいたします。

その第１は、美幌町の滞納整理原則につい

てであります。

２点、伺います。

一つは、生活保護受給者への滞納整理につ

いてであります。

生活保護受給者への亡夫、亡くなった夫の

滞納金等の取り立てが１年半以上行われてお

ります。私は、こういう言い方をするのです

が、生計費非課税の原則に反する不適切な請

求ではないかと思うのすが、美幌町では広く

行われているのでしょうか、伺います。

また、生活保護受給者へ請求する根拠もあ

わせてお示しいただきたいと思います。

この２点目は、給与差し押さえ禁止の原則

についてであります。

平均月額２０万円を下回る給与所得者に対

する給与差し押さえ禁止額を超える多額の差

し押さえが執行されています。
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そこで、給与の差し押さえは、給与差し押

さえ禁止額を超えて行ってはならないとされ

ております。美幌町では、私が今回指摘して

おります事例は通常行われているのでしょう

か、伺います。

２点目は、給与差し押さえ禁止額を超える

差し押さえ執行は不適切と思いますが、差し

押さえする根拠をお示しいただきたいと存じ

ます。

大きな２点目は、介護人材確保対策につい

てであります。

２点伺います。

一つ目は、介護従事者就業支援補助制度の

創設についてであります。

さきの質問者も指摘をしておりましたが、

深刻な介護現場の人材不足解消のために、既

設の医療従事者就業支援補助に類似する介護

従事者就業支援補助制度創設の考え方を伺い

たいと思います。

２点目は、介護資格取得支援対策について

であります。

例えば、地元就職条件付の奨学金制度（給

付型）あるいは、授業料ゼロの資格取得制度

を導入する考えはありませんか、伺います。

大きな３点目は、間口除雪対策についてで

あります。

２点伺います。

間口除雪対策について、これまでの取り組

みの検証についてであります。

既に美幌町では、シャッターブレードつき

除雪機など、これまでに長期間検証された間

口除雪検証結果があろうかと思います。ぜひ

お示しいただきたいと思います。

もう１点は、具体的な間口除雪の取り組み

についてであります。

北国の冬の暮らしの安心確保のためには、

いよいよ早急に市街地の間口除雪を開始すべ

きではないかと思いますが、見解を伺いたい

と存じます。

○議長（古舘繁夫君） 町長。

○町長（土谷耕治君）〔登壇〕 大江議員の

質問にお答えを申し上げます。

初めに、町の滞納整理原則について、生活

保護受給者への滞納整理についてであります

が、一つ目の生活保護受給者への滞納整理に

ついて、個別のケースにおける内容はお答え

できませんが、地方税法第９条により、亡く

なった方に対する納税義務は相続人に承継さ

れるものであり、相続人に対する請求は特に

問題はなく、被相続人に課税された税金は消

滅するものではありません。ただし、相続人

が生活保護受給者の場合は、生活保護という

事情を考慮し、納税相談することとしてお

り、現在の生活を著しく窮迫させるおそれが

ない場合は、生活保護受給者本人の意思のも

と納税していただくことは可能であります。

次に、二つ目の給与差し押さえ禁止の原則

について、個別のケースにおける内容はお答

えできませんが、給与の差し押さえは給与の

支払者が従業員に対して支払うべき給料のう

ち、国税徴収法第７６条に規定する差し押さ

え禁止額を控除した金額の支払請求権を差し

押さえるものであります。現在、差し押さえ

禁止の限度を超えて差し押さえしている事例

はありません。

なお、給与が預金口座に振り込まれた場合

は預金債権に転嫁し、一般財産になることか

ら、差し押さえ禁止の適用はありません。預

貯金の差し押さえは、金融機関が預貯金者等

に対して支払うべき預貯金の払い戻し請求権

を差し押さえするもので、給与の差し押さえ

とは異なるものであります。

次に、介護人材確保対策について、１つ目

の介護従事者就業支援補助制度の創設につい

てでありますが、介護人材の確保に当たって

は事業者の意識改革や自主的な取り組みを推

進することが重要であるとともに、人材の新

規参入の促進と定着を図る必要があり、他の

業種に比べて離職率が高いことや平均賃金が

低いことなどの課題を踏まえて、参入の促

進、資質の向上、環境改善・処遇改善といっ

た視点から、事業者とも連携して国、道、町

が役割分担しつつ、それぞれ取り組むことが

必要であります。
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町の役割としましては、事業者の介護人材

確保に向けた取り組みの支援として、介護職

員を養成する初任者研修講座などの研修支援

を引き続き支援していくとともに、生活支援

の担い手をふやしていくための取り組みを

行ってまいります。

なお、介護従事者支援制度の創設につきま

しては、平成２６年６月議会においても答弁

させていただきましたが、医療従事者就業支

援補助金制度に加えた拡充については、厳し

い財政状況下において他の業種とバランスを

とりながら、制度の実績を踏まえ評価をしな

がら、あり方などを見極めてまいりたいと考

えております。

次に、介護資格取得支援対策についてであ

りますが、町としましては、事業者の介護人

材確保に向けた取り組みの支援として、介護

ヘルパーの短期集中講座や町と社会福祉協議

会が後援となり、マナビティーセンターにお

いて通常の受講料の割引が受けられる介護職

員初任者研修講座を開催するなどの支援を

行ってきたところであります。

御質問の地元就職条件付奨学金制度（給付

型）、授業料ゼロの資格取得制度を導入する

考えにつきましては、厳しい財政状況のも

と、非常に厳しいと考えておりますが、介護

職員養成研修について、季節労働者雇用促進

運営協議会が行う資格取得研修制度なども視

野に入れ、資格取得研修支援を行ってまいり

ます。

次に、間口除雪対策について、１点目の御

質問のこれまでの取り組みの検証についてで

ありますが、本町における間口除雪の検証は

平成２０年度に国のモデル事業として、

シャッターつきマルチブレードを装着した機

械による実証試験を行いました。この結果で

は、間口の置き雪は減少するが、その雪が他

の位置に堆積される。二つ目に、雪質や積雪

量によっては、置き雪の低減効果が実感しに

くい。三つ目として、交差点の雪処理効率は

向上するが、住宅前の除雪作業時間が増加す

るなどの状況でありました。

これを踏まえて、町が平成２２年度に更新

しましたショベル除雪車１台にシャッターつ

きプラウを取りつけて活用しています。これ

までの稼働結果では、一つには、風のある状

態で１０センチメートル、無風状態で１５セ

ンチメートルまでの降雪には置き雪を低減す

ることができ、交差点においても雪の抱え量

が多く、除雪効率が向上する。二つ目に、住

宅地が連続する地域では、シャッター操作を

しない場合と比較して倍の作業時間を要す

る。三つ目として、装置の連続使用が続いた

場合、誤作動が発生するなど、ほぼ実証実験

同様の状況であり、今後の更新の際には、こ

の結果や装置の完成度などを見極めた上で導

入の判断をすることを考えています。

さらに、平成２１年度には、国の事業を活

用して、民生部、社会福祉協議会などと連携

を図り、２自治会の１８世帯をモデル地区と

して、高齢者や身体障がい者世帯の一部を対

象に一斉除雪で発生する住宅・車庫の間口置

き雪を町の乗用ロータリ車を使った除雪を行

いました。この事業に対するアンケート調査

では、間口除雪実施に対して、ほぼ全員が、

よい、今後も継続してほしいと回答があり、

この結果を踏まえて、現在は１９自治会の７

１世帯に拡大して実施しています。

また、関連としまして、小型除雪機無償貸

与事業として、町が所有する手押しロータリ

除雪機を自治会及びたすけあいチームに貸与

し、自力で除雪することができない高齢者世

帯等の間口・通路などの除雪を実施していた

だく取り組みを行っており、現在、１３自治

会、１３たすけあいチームに対して１７台の

除雪機を貸与して除雪支援の負担軽減を図っ

ております。

２点目の御質問の具体的な取り組みについ

てであります。

道路除雪における間口の置き雪対策は、一

番目の御質問でお答えしたように二つの手法

で取り組んでおりますが、現状ではほとんど

の世帯の皆さんに自宅敷地での処理について

御協力をいただいている状況であります。こ



－ 134－

の問題に対しては、住民の皆さんからの苦情

や住民満足度調査の意見でも非常に多く、今

後の高齢化社会の進展や気象状況が変化して

いく中で、かたくて重たい置き雪処理が重要

な課題と認識しております。

一斉除雪の際に生じた間口の置き雪を別の

除雪車で間口以外の道路脇に堆雪すること

で、各世帯の除雪作業の負担は軽減されま

す。しかし、一方では、全町的に間口除雪を

展開すると課題も多く、交通量の少ない深夜

から早朝にかけての限られた作業時間の中で

効率よく作業を進めなくてはならないこと。

中でも、最大の課題としては、多額の費用負

担であり、単純な試算では初期費用として直

営地区分の間口用除雪車３台の購入費２,１

００万円を要し、毎年の経常的な費用として

間口分の除雪費、道路脇の堆雪増による道路

狭隘を解消するための排雪費などが年間３億

４,０００万円にも達するとされて、本町の

財政に大きな影響を及ぼすものであります。

快適な生活基盤を整え、住民の皆さんの満

足度を高めていくことは行政の重要な役割で

ありますが、一方では持続可能で健全な財政

運営を進めていかなくてはなりません。間口

除雪につきましては、本町のみならず積雪地

が共通する課題でありますので、今後も関係

機関などへの情報収集を続けながら、財源確

保を念頭に置いて検討してまいりたいと考え

ておりますので、どうぞ御理解のほどよろし

くお願いをいたしたいと思います。

○議長（古舘繁夫君） ２番大江道男さん。

○２番（大江道男君） 再質問をさせていた

だきます。

最初に、生活保護受給者への滞納の税の支

払い請求についてであります。

今回、私は、夫と死別した直後に生活保護

を受給したその妻に対して、亡き夫の滞納金

の支払いを求められたものであります。その

際、滞納処分の停止要件など一切説明はござ

いません。やむなく妻が、月に３,０００円

の支払いは頑張りますと申し出たのに対し

て、それでは少ないと、６,０００円の支払

いを迫られた結果、今日まで滞納税の支払い

が月に６,０００円継続しています。私は、

これは本人が任意で滞納した税金を納めてい

るとは到底言えないというふうに思っており

ます。

地方税法第１５条の７第１項第２号、滞納

処分をすることによって、その生活を著しく

窮迫するおそれがあるとき、滞納処分の停止

要件が定められています。生活保護の受給

は、地方税法、まさにこの第１５条の７第１

項第２号の滞納処分をすることによって、そ

の生活を著しく窮迫させるおそれがあるとき

に該当する。したがって、全国的には滞納処

分の執行停止をすることが通例というふうに

されています。何としても解せないのは、生

活保護受給者への滞納した税の請求に対して

は、この滞納処分の停止要件に該当する旨の

説明が絶対的に必要で避けられないことだと

いうふうに思うものであります。前提条件が

十分に説明された後、本人の自発的意志に

よって滞納税の納入が行われて初めて自主的

納税となるのではないかと思いますが、いか

がでしょうか。

○議長（古舘繁夫君） 税務主幹。

○税務主幹（田中三智雄君） ただいまの御

質問の件でありますけれども、生活保護費と

いうのは、まず個人の年齢、あるいは世帯の

人数によって決まってくるものであります。

例えば、同じ条件であれば同じ生活保護費が

支給されることになります。一方、支出のほ

うにまいりますと、それは例えば医療費、食

料費などありますけれども、食料費でいえば

肉を中心に生活する人もいれば、野菜を中心

に生活する人もいます。生活に応じて、それ

ぞれ保護費をやりくりして支出していくわけ

であります。その中でやりくりして生活して

いくわけでありますけれども、その中でいろ

いろと支出がある中で、個人個人１０人いれ

ば１０人の支出があるわけであります。その

保護費のやりくりの中で、納税のほうをして

いただけるのかどうか、保護費のやりくりに

おいて納税が可能かどうかということを御本
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人に確認しまして、支払いが可能であるとい

うことであれば、では、幾ら支払いが可能で

すかということで可能な額を支払っていただ

いているわけであります。

執行停止の件に関しましては、執行停止を

することができるということで、そちらは町

のほうの判断になろうかと思います。生活保

護受給者の方におきましては、本人の意思や

それぞれの税務調査に基づきまして執行停止

に当たるかどうかを判断することとしており

ます。

○議長（古舘繁夫君） ２番大江道男さん。

○２番（大江道男君） 美幌町の見解はお伺

いしました。

同じ行政庁として、道の福祉事務所の見解

はこのようなものです。生活保護費は最低生

活費であって、税を含む借金、こういう返済

に充てることは不適当であるという見解が同

じ行政庁の中で出ています。借金返済のため

に生活保護費という別の税金を充てるという

ことは、これは不適当なのだということは全

国的に明らかにされています。しかし、当美

幌町では、自主的に納税と言っていますけれ

ども、大体、私も含めて、そういう税は滞納

があるから支払ってくれと言われれば、い

や、支払いませんよというだけの自信を持っ

た対応というのは、一般の町民はどなたもで

きないと思うのですね。憲法２５条に定め

る、やっぱり基本の「き」をしっかり説明さ

れて、それでもやっぱり自分としては借金は

返していきたいというときに自主的な納税と

いうことになるのであって、全く言葉は変わ

りますけれども、よくドラマなんかでも、殺

人を犯した者を逮捕するときに、その殺人犯

に対してでも、あなたはこういう権利があり

ますよということを言うじゃないですか。黙

秘の権限もあるし、弁護士をつける権利もあ

ると。その上で逮捕して、初めて不当逮捕と

はならないと。まして、通常の生活をしてい

て、私、この人の状況を聞いたのです。やっ

ぱり、生活保護受給前から旦那さんが入退院

を繰り返していて、大変な生活だったので多

額の税の滞納が発生しているのだと。やむな

く、夫が死亡して、自分も働くことができな

くなった段階で生活保護を受給したら３,０

００円ではだめだと。６,０００円払ってく

れと。私は、これは明らかに行き過ぎではな

いかというふうに思うのですが、いかがです

か。

○議長（古舘繁夫君） 税務主幹。

○税務主幹（田中三智雄君） ただ今の件で

ありますけれども、例えば窓口に来て、当

然、納税相談をしていただくことになります

けれども、その辺は当然、生活保護者という

ことでありますので、その辺の状況をよく勘

案して、御本人の意思も聞いて、それで私た

ちは対応しているわけでありまして、当然、

納税のほうを強要したりしていることはあり

ません。その辺は御理解願いたいと思いま

す。

○議長（古舘繁夫君） ２番大江道男さん。

○２番（大江道男君） 実は、滞納処分の執

行停止が３年間継続した場合は、納入義務が

消滅するという規定がございます。今回の件

で、Ａさんとしますか、Ａさんが公営住宅の

入居を希望しました。町は、税の滞納がある

から公営住宅には入れませんということで、

今日まで入居できていません。その結果、民

間の住宅を月額３万５,０００円で借り受け

て、一方で住宅扶助は月額２万４,０００

円、月に１万１,０００円の最低生活費の保

護費から支出を余儀なくされています。結

局、滞納税の納入を本人がしぶしぶであれ何

であれ認めた結果、滞納処分の執行停止がな

されないということで、最低限度の生活費、

生活保護費から年間２０万４,０００円が滞

納の税金と家賃の自己負担に費やされた結果

となっています。

前段で申し上げましたが、滞納した税があ

るということで支払いを求められれば、大抵

の人は善意で少しでも払うと。その結果、消

滅しないのですね。私は、行政の福祉の担当

者、税の徴収担当者間の密接な連携が本当に

必要なのだというふうに思っています。この
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点の連携は十分に行われてきたのでしょう

か。

オホーツク総合振興局のケースワーカー

は、安い住宅への転居指導をこの間ずっと

行ってきていますが、多分、民間のアパート

で寒さも含めて考えたときに２万４,０００

円で入れる住宅というのは、まずない。ある

のは、公営住宅なのです。入居するために

は、税が完済されない限り、この人はずっと

最低生活費から払い続けていかなければなら

ないというふうになっておりまして、根本的

な問題が放置されているというふうに思いま

す。

福祉事務所を持たない美幌町の民生部とし

て、オホーツク総合振興局は民生部には事情

は十分伝わっていると、後は美幌町内の行政

間の調整ではないですかと、こういうふうに

言っているのですが、どのように御判断され

ますでしょうか。

○議長（古舘繁夫君） 副町長。

○副町長（染谷 良君） 滞納整理について

の原則にということで、今いろいろな事例を

上げられて御指摘がございました。

大江議員、先ほどからおっしゃって指摘を

しておりますように、税というのは自主的に

納めてくれるということを前提に、課税と納

税の制度が定められているというぐあいに認

識してございます。ほとんどの方々は、その

中で納期内、あるいは年度内に納税を果たさ

れている。不幸にして、いろいろな諸事情か

ら滞納、未納に至るというケースもごく一部

ございます。そういう中で、私ども常に原則

ということで申し上げますと、やはり今、大

江議員がいろいろな事態のことを述べられて

おりましたが、そういうことに至らないこと

にするというのもまた原則だと認識しており

ますので、私どもも差し押さえ、あるいはそ

ういった処分、滞納処分、強制的な処分に

よって、極めて理不尽な不利益がこうむるこ

とは回避をしながらとり進めていくというの

もまた原則のつもりでやっております。

そういう中で、今、具体的な事例でお話あ

りましたけれども、これらにつきましてはま

た個別のケースでどういう状況かよくお話を

聞かないと何ともお答えしづらい面があるわ

けですが、一つ、滞納処分停止決議のことで

述べられておりました。十分説明責任を果た

して、こうですということが、やはり原則で

はあります。しかし、一方で、その時点では

そうであったけれども、例えば３年のうちに

状況もまた変わるケースもございます。その

都度その都度、それぞれの方の生活状況とい

うのは変わってまいります。これは、やはり

私どもも状況を捉えて対応に当たらなけれ

ば、なかなか納税者、納期内、あるいは年度

内に納めている方々との均衡も保てないわけ

でありますし、また、貴重な財源として税債

権の回収にも至らないということもございま

す。非常に私どももやる中で、そういうこと

と表裏ありながら運用していくというのが現

状であるかと、このように思っております。

御指摘いただいた点についても、十分納税

者の方が本当に担税力があるのかないのか、

これはやはり常に私どもも十分聞きながら、

そして説明も十分果たしながら、今後も取り

組んでまいりたいと思っております。

個々のケース、今、御指摘のあったケース

につきましても、ちょっとこれがこうだから

こうですということが申し上げられなくて申

しわけありませんけれども、基本的な精神は

そういうことで取り組んでいっているという

ことで、ぜひ御理解を賜りたいと、このよう

に思います。

○議長（古舘繁夫君） ２番大江道男さん。

○２番（大江道男君） 生活保護の受給は、

地方税法第１５条の７第１項第２号の滞納処

分をすることによって、その生活を著しく窮

迫させるおそれがあるときに該当することは

明々白々です。したがって、美幌町としては

滞納処分の執行停止をすることが通例と扱い

をすべきではないかというふうに思います。

そこで、国の見解をずっと調べてまいりま

した。総務省自治税務企画課の担当者はこの

ように言っています。滞納処分で生保に行く
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ような状況にあるとき、あるいは窮迫するお

それがあるときは、執行できる条文、地方税

法第１５条の７になっているので、その趣旨

を踏まえてやってほしいと毎年１月末の地方

公共団体の担当者会議で繰り返し言ってい

る。注意喚起していると言明しています。そ

れで、これは昨年の１月２４日、その該当す

る総務省自治税務局企画課などの発出してい

る地方税制改正・地方税務行政の運営に当

たっての留意事項です。その中に、やはり明

確にあります。

次の事項に留意いただきたいということ

で、第３、その他で、地方税法では滞納処分

をすることによって、その生活を著しく窮迫

させるおそれがあるときは、その執行を停止

することができることとされていることを踏

まえ、各地方団体においては滞納者の個別具

体的な実情を十分に把握した上で適正な執行

に努めていただきたいというふうになってい

ます。それから、滞納の主なものは国民健康

保険税と道町民税ですが、ここに北海道保健

福祉健康安全局担当課長からの平成２５年３

月１３日付の通知文書があります。生活保護

世帯からの国民健康保険税の徴収等について

ということで、ここでも被保険者本人の意思

に基づき支払うことは可能だが、最低限度の

生活を保障するという生活保護制度の趣旨を

踏まえると、生活保護受給中は過去の滞納保

険料、税の納付により現在の生活を著しく窮

迫させるおそれがあることも考えられること

から、国保担当部局と生活保護担当部局が密

接に連携しながら、地方税法第１５条の７第

１項に規定する滞納処分の執行停止を検討す

るなど適切に対処してくださいというふうに

なっています。私は、この精神に沿って行う

べきではないかと思いますが、いかがでしょ

う。

○議長（古舘繁夫君） 副町長。

○副町長（染谷 良君） 今、生活保護受給

者の方を例に挙げまして、いろいろと徴収、

納税のあり方について御指摘いただきまし

た。

ただいま大江議員が申し上げたことについ

ては、私ども反論する余地ありませんし、そ

のとおりだという思いでおります。

私どももその中で、やはり先ほども申し上

げましたけれども、日々刻々状況は変わりま

す。その中で、そのときそのときの担税力が

どうなのかということも踏まえながら、そし

てそのことでさらに大きな影響を及ぼさない

かだとか、これらについても今後十分なお一

層留意しながら滞納整理に、あるいは納税の

仕事に行くように十分留意をしてまいりたい

と思いますので、御理解をお願いいたしま

す。

○議長（古舘繁夫君） ２番大江道男さん。

○２番（大江道男君） 時間が大変短いの

で、今後の作業を注目していきたいと思いま

す。また、期待をしております。

次の質問に移ります。給与差し押さえ禁止

の原則についてであります。

これは、今年２月１０日、美幌町が土谷町

長名で行った差し押さえ調書です。預金口座

にあった２５万１千数百円のうち２０万円差

し押さえをしているという中身です。最初の

答弁では、給与の差し押さえについては国税

徴収法第７６条に規定する差し押さえ禁止額

を超えての差し押さえは美幌町としてはして

いないと。これについては当然だと思いま

す。同時に、このように言っています。給与

が会社などからひとたび預金口座に振り込ま

れた場合は、その途端に差し押さえ禁止の適

応はなくなり、給与の差し押さえとは異なる

のだと、預金債権になるのだと。給与ではな

いとの答弁で、今、お示ししました中身につ

いては１０日の翌々の日、本人からの給与が

差し押さえられたのだということで、私も差

し押さえ禁止額を計算した上ではるかに超え

ているということで、差し押さえ禁止条項に

違反するよと担当者に抗議をいたしました。

その際の見解は、たとえ給与であってもそれ

が会社から銀行口座に振り込まれた瞬間に預

金債権に変わる。預金債権となれば、差し押

さえ禁止限度額を超えて、例えば給与の全額
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でも差し押さえが可能だと、こういう見解で

ありました。

現在、ちょうど１月経過いたしますが、今

日に至るも事態の改善はされていません。そ

こで伺いたいと思います。給与といえども、

ひとたび預金口座に振り込まれれば、その全

額を差し押さえても問題ではない。これは美

幌町の公式見解ですか。また、その際に、最

高裁判所の判例であって間違いがないとも言

明されておりますが、最高裁判所はいつ出し

た見解ですか、お示しいただきたいと思いま

す。

○議長（古舘繁夫君） 税務主幹。

○税務主幹（田中三智雄君） ただいまの御

質問の件でありますけれども、町長の答弁に

もありましたとおり、給与支払者から口座に

入れば預金債権ということになります。預金

債権となれば、預金の払い戻し請求権を差し

押さえるというものになりまして、差し押さ

えられた預貯金は金融機関から町のほうに支

払われることになります。よって、給与の差

し押さえとは全く別個の債権となることか

ら、異なることになります。したがって、預

金口座の差し押さえに関しましては、そこに

口座の中にお金があるかどうか、払い戻すべ

きお金があるかどうかというのを確認して、

そこに着目して差し押さえるということであ

ります。その辺に関しましては、今申しまし

たとおり預貯金の差し押さえと給与の差し押

さえは全く別個の差し押さえとなります。

あと、最高裁の判例の件なのですけれど

も、平成１０年２月１０日、最高裁第三小法

廷判決ということで、その辺の見解は出てお

ります。

○議長（古舘繁夫君） ２番大江道男さん。

○２番（大江道男君） 平成１０年２月１０

日の最高裁判決は、原審は札幌高裁、平成９

年５月２５日、これを認めるという形であり

ます。今、全国各地で差し押さえ禁止の児童

手当であれ、年金であれ、給与であっても、

現金で本人に渡されるという例は全くない。

必ず本人指定の預金口座に振り込まれる。そ

のことをもって、そのもともとの性格が継承

されないと。１００％でも全然問題がないと

いうことについては大問題になって、その

後、判決が変わったと私は認識しているので

すが、町税の担当ですから当然それは御理解

いただいているというふうに思いますが、い

かがでしょう。

○議長（古舘繁夫君） 税務主幹。

○税務主幹（田中三智雄君） ただいまお話

ありましたけれども、確かにその辺の判決に

つきましては、例えば最高裁判決におきまし

ては差し押さえ禁止債権である給与などが振

り込まれた預金については、その属性を承継

しないという、それが判決の内容になってお

ります。確かに、そのほかの判例において

も、例えば実際に承継するという判決も中に

はあるのは存じております。

○議長（古舘繁夫君） ２番大江道男さん。

○２番（大江道男君） 時間が非常に短い中

なので、実は平成１０年２月１０日の最高裁

判決に対して、これは全く単なる事例の判決

だという見解が出ています。平成２５年１１

月２７日、広島高等裁判所松江支部、これは

確定をいたしました。ここでは、平成１０年

２月１０日の判例そのものも一切引用されて

いないのですね。そして、これは差し押さえ

禁止債権である児童手当が口座に振り込まれ

て、それが明らかに差し押さえする側が児童

手当と認識して差し押さえているということ

について、正しくありませんと。乱用すれば

処罰されますということで、これは行政庁も

それから法曹界も含めて新しい判決が確定し

たという画期的な内容となっています。

結局、私も口座を見せていただきました

が、この方の口座の中でその他の収入は一切

なくて、給与だけが払い込まれているので

す。調べれば一目瞭然なのです。そのことを

わかっていて、いつ振り込まれるか。振り込

まれたその瞬間に差し押さえしているわけで

す。こういうことを広島高裁では、行政庁は

認識してやっているということは、それは差

し押さえ禁止条項をしっかりと守る必要があ
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りますというふうになっているわけです。

あわせて、この間の国会における第１７１

国会の国税庁徴収部長、国税庁では、滞納整

理に当たっては、滞納者の個々の実情を十分

に把握した上で、その実情に即しつつ法令等

の規定に基づき適切に対応すること。また、

滞納者の生活の維持、または事業の継続に与

える影響の少ない財産であることなどを勘案

して、差し押さえ財産を選択することにつき

まして、あらゆる機会を通じて周知徹底を

図っていると。地方自治体にかかわらず、当

時の佐藤総務大臣の見解、差し押さえを含む

滞納処分については、地方税においても基本

的に国税徴収法に規定する滞納処分の例によ

ることとされておりまして、滞納者の実情を

十分把握すべきである。そうした配慮をすべ

きであるというのは、地方税も全く同じだと

思います。自治税務局長も全く同じ見解で、

当時の与謝野大臣も全く同じ見解。このころ

から、まだ判決は出ておりませんけれども、

そのようにされています。

それで、判例が出たか出ないかはもちろん

物すごい重要なことなのですけれども、基準

に従って美幌町は仕事をされているというふ

うに思いますが、給与の差し押さえ禁止で国

税徴収基本通達、出されています。７６条の

１１、これを御照会いただけませんか。

○議長（古舘繁夫君） 税務主幹。

○税務主幹（田中三智雄君） 今お話しのあ

りました国税徴収基本通達、第７６条の１１

の内容でございます。

法第７６条第２項の給料等に基づき支払い

を受けた金銭には、支払者から銀行口座等に

振り込まれた金額に相当する預金債権は含ま

れないが、その差し押さえにより生活の維持

を困難にするおそれがある金額については差

し押さえを猶予し、または解除することはで

きるということで示されております。

○議長（古舘繁夫君） ２番大江道男さん。

○２番（大江道男君） 預金債権に変わって

も、差し押さえ禁止額についてはこの中身で

対応せよとなっているではないですか。何が

１００％とか、差し押さえ可能なのですか。

既に私、幾つかの国税の担当に聞きました。

国税ではやっているのかと。一切やっており

ませんということです。ちなみに、表向き

は、この方は独身ですが、離婚した家庭に実

子３人おられて養育費を月１０万円払ってい

るのです。そうすると、民法の規定も含めて

言えば、合計２０万円は最低差し押さえ禁止

額になるなというふうに思います。ちなみ

に、総合振興局に聞きました。口座に振り込

まれた生活費がほとんど差し押さえられて、

子どもも含めて、実子も含めて生活ができな

い。このような場合に、セーフティーネット

としての生活保護は受給できるかと。できま

せんと。これが見解です。そうしたら、憲法

２５条で、国民に対して国は保障している最

低限度の生活、これは美幌町は関係ないとな

るのですか。どうやって暮らせというのです

か。給与差し押さえ禁止って明文の規定が

あって、しかも給与とはならないけれども実

態を調査して、そのことによって窮迫するお

それがあるときは差し押さえはしないという

縦横の網の目が張られているのに、お構いな

く美幌町としては取り立てるというふうに

なったら、昔はトラより恐ろしいのは税金の

取り立てだと言われますけれども、美幌町は

そういうふうになっているとすれば私は大変

だと思いますが、このように預金口座に一旦

振り込まれてしまえば、限度もなく差し押さ

えしている。あるいはするということでやっ

ているのであれば、私は議会にその中身を報

告していただきたいと思います。とても生活

できないと思いますよ。これは許されないと

いうふうに思うのですが、憲法９９条は公務

員に対して憲法を尊重し遵守する義務を課し

ているわけですよ。町民の命や暮らしについ

ては関係なく滞納処分するのだということで

あれば、これは大変な事態が発生していると

私は思うので、多分、この件だけではないの

だと思うのです。ちなみに、何件かはともか

くとして、この方針で滞納処分を行っている

ということは事実ですか、伺います。
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○議長（古舘繁夫君） 副町長。

○副町長（染谷 良君） まず、そういう見

解の中で、無条件で実質的に給与で口座に振

り込まれたものを片っ端から押さえているか

というような雰囲気のお尋ねでありましたけ

れども、私どもこれは最終段階で講じなけれ

ばならない措置ということで取り組んでいる

ところであります。したがって、こういった

ケース、過去にもないわけではありません

が、こういうケースが多いかというと、決し

てそんなことはありません。ごくごく一部の

ケースであります。

そしてまた、先ほど来お答えしております

ように、憲法あるいは他の法律に制限され

る、あるいは違法になるようなことは現に慎

みながら取り組んでいくというのが大原則で

ありますので、そういう意味では大江議員が

先ほど来御指摘している点について、私ども

沿った中でやっているつもりではあります。

しかし、現実にそういうケースであるという

ことでありますから、このことについては状

況を個別に対応しなければ、検証しなければ

ならないという思いを今しているところであ

りますけれども、いずれにしても私ども、納

期内に納めている方、あるいは年度内に納め

ている方、不幸にして年度を過ぎて、それが

また何年か続くという方もまれにございま

す。そういう方に、それぞれ個別に対応して

生活実態、あるいは財産の状況、債権、債務

も含めて、家族構成も含めて対応、担税力あ

るかないかも含めて、あるいは納税に対して

の意思があるかないかも含めて、その都度判

断をしていくというのが建前でございますの

で、生活が損なわれるからばさっと、例えば

言葉が悪いですけれども強制処分だとか、そ

ういうことはやっているつもりございません

ので、ぜひその点は御理解いただきたいなと

思います。

○議長（古舘繁夫君） ２番大江道男さん。

○２番（大江道男君） あと２分３０秒しか

ありませので。

まだ申し上げたいことも確認したいことも

あります。一般質問という制約された中では

十分ではないというふうに思いますので、機

会を捉えて正していきたいというように思い

ますが、もう１０年来、国の方針ががらっと

変わっているということは、歴代大蔵大臣の

答弁も変わっていません。この点では、個別

の事案をしっかり捉えて、そして間違いのな

いようにやっていくと。平成１０年の最高裁

の判例を金科玉条にしてやる時代では全くな

いということは申し上げたいと思います。

それで、あと１分半しかないので。実は、

間口除雪は今回相当行く先々で叱られている

問題で、しかし、美幌町としても検証試験を

やっているということをまず明らかにして、

全町民的な議論をしなければいけない話だろ

うと。費用は相当かかる。ではどうするのか

ということであります。私は、民間のお力も

かりながら、何らかの間口除雪の補助制度な

んかも必要ではないかという思いをしていま

す。重機、あるいは小型除雪機を近所で持っ

ておられるという方たちの力もかりて、網の

目をつくる可能性がないかというようなこと

も考えているところで、そういう意味で最初

の質問を申し上げました。

残る時間で大変恐縮ですが、間口除雪への

思いを町長お示しいただければと思います。

○議長（古舘繁夫君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 先ほど来、税の強制

執行のことでありますけれども、担当もそう

ですし私も５年間、徴収部門を担当させてい

ただきました。その中でやってきたことは、

やはり個々の事情に応じていろいろな対応が

できるわけですから、いろいろな面接をしな

がらやるということを基本に担当職員も苦労

してやっていると思います。そういった御理

解もいただきたいなと思います。

また、間口除雪については、農村部は委託

をして農村部に任せて、極力その間口を含め

て細やかな除雪をしようということで、引き

続き努力をしていきたいと、そのように思っ

ています。そんな中で、機械による見直し

も、現有機械のトラックでＶプラウでやるこ
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と自体がどうなのかということも含めて、先

日、道新に出ていましたけれども、北海道が

安く売り払うという除雪機を含めて、私は

今、手を挙げていますので、そういったこと

も含めて、機械の見直しによって間口除雪が

うまくできるのであればそうしたいという思

いを持っております。全町まで広げるのはも

うちょっと時間がかかると思いますけれど

も、徐々にでも進めてまいりたいと、そんな

考え方でおります。

○議長（古舘繁夫君） 以上で、２番大江道

男さんの一般質問を終わります。

暫時休憩をいたします。

午後 ３時１７分 休憩

─────────────────

午後 ３時３０分 再開
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○議長（古舘繁夫君） 休憩前に引き続き、

会議を開きます。

――――――――――――――――――――

◎日程第３ 議案第１２号から

議案第４２号まで

○議長（古舘繁夫君） 日程第３ 議案第１

２号美幌町自治基本条例の一部を改正する条

例制定についてから議案第４２号平成２７年

度美幌町病院事業会計予算についてまでの３

１件を議題とします。

順次、提案者から説明を求めます。

説明に当たっては、簡潔に要点を得た説明

をお願いいたします。

総務部長。

○総務部長（平井雄二君） それではまず、

議案の２１２ページをお開きいただきたいと

思います。

議案第１２号美幌町自治基本条例の一部を

改正する条例制定について御説明を申し上げ

ます。

美幌町自治基本条例の一部を改正する条例

を次のように制定しようとするということ

で、制定内容につきましては参考資料で御説

明申し上げますので、参考資料の８ページを

お開きいただきたいと思います。

資料８、議案第１２号関係、条例名、美幌

町自治基本条例の一部を改正する条例。

制定目的でありますが、総合計画の基本構

想につきましては、従来、地方自治法第２条

第４項において、議会の議決を経て策定する

ことが義務づけられておりました。しかし、

平成２３年５月公布の地方自治法の一部を改

正する法律によりまして、地方分権改革によ

る法律上での策定義務の議決を経るか否かと

いうのは、市町村の独自の判断に委ねるとい

うことになりました。

そうなりましたけれども、総合計画の基本

構想につきましては、美幌町の将来における

基本的方向を明らかにして、各種の具体的な

計画の全てにおいて基本となるものであるこ

とから、このような基本構想の位置づけと町

全体の総意として策定することの重要性を鑑

み、また、美幌町自治推進委員会の答申を尊

重した上で、基本構想については、議会の議

決を必要とし、美幌町自治基本条例第３６条

（総合計画）に議決事項の条文を追加しよう

とするものでございます。

制定内容につきましては、条例第３６条第

２項に次の条文を加えるということで、第２

項に、「行政は、基本構想の策定に当たって

は、議会の議決を経るものとする。」という

ものを追加しようとするものでございます。

施行日については、平成２７年４月１日で

ございます。

なお、参考資料の９ページに新旧対照表を

添付しておりますので、御参考にしていただ

きたいと思います。

次に、議案に戻っていただきまして、２１

３ページをお開きいただきたいと思います。

議案第１３号美幌町行政手続条例の一部を

改正する条例制定について御説明を申し上げ

ます。

美幌町行政手続条例の一部を改正する条例

を次のように制定しようとするということ

で、制定内容につきましては、参考資料で御

説明いたしますので、参考資料の１０ページ

をお開きいただきたいと思います。

資料９、議案第１３号関係、条例名、美幌

町行政手続条例の一部を改正する条例。

制定目的でございますが、行政処分及び行

政指導に関して、国民の権利利益の保護の充

実のため、平成２６年６月に行政手続法が改

正され、主な内容は、まず一つ、行政指導の

方式の充実、二つ目、是正措置等の行政指導

を受けた相手方がその中止等を求めることが

できる制度の創設、３点目に、法令違反の事

実等を知ったときに、誰でも行政機関に対し

て是正措置等の行政処分、行政指導を求める

ことができる制度の創設であります。

これを受けまして、美幌町行政手続条例に

つきましても、上記改正の趣旨にのっとり、

同様の改正をしようとするものでございま

す。

制定内容につきましては、まず一つ目とし
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て、行政指導の方式ということで、行政指導

をするときには、許認可等の権限や規制権限

を示す場合は、その処分権限の根拠を示すべ

きことが義務化されました。

二つ目、行政指導の中止等の求めというこ

とで、法令違反があるとして行政指導を受け

た相手方が、この行政指導は事実誤認や著し

い評価の誤りによるものだというふうに思っ

たときには、行政指導をした行政機関に対し

て、行政指導の中止その他必要な措置を講じ

るよう申し出ることができるというものでご

ざいます。また、必要な調査の実施と、行政

指導の誤りがあれば、その中止等を講ずるべ

きことを義務づけたものでございます。

３点目、行政指導又は行政処分の求めとい

うことで、法令違反の事実を知る一般人が規

制権限のある行政機関に対しまして、行政指

導や行政処分をするよう通報することができ

るものと、調査の実施あるいは処分等の必要

性を認められれば、その実施を義務づけたも

のでございます。

４点目は、文言整理ということで、文言の

整理をしようとするものでございます。

以下、その他といたしましては、措置を適

正に講じることを法令上義務づけ、また、従

来の請願、陳情、苦情申し出などの手続とは

異なるものでございまして、そのほかは従来

の制度と今後も並存するものでございます。

根拠法令につきましては、行政手続法、施

行日は平成２７年４月１日でございます。

なお、１１ページから１７ページに新旧対

照表を添付しておりますので、御参考にして

いただきたいと思います。

次に、議案に戻っていただきまして、議案

の２１７ページをお開きいただきたいと思い

ます。

議案第１４号美幌町法令遵守の推進に関す

る条例の制定について御説明を申し上げま

す。

美幌町法令遵守の推進に関する条例を次の

ように制定しようとするということで、制定

内容につきましては参考資料で御説明申し上

げますので、参考資料の１８ページをお開き

いただきたいと思います。

資料１０、議案第１４号関係、条例名、美

幌町法令遵守の推進に関する条例。

制定目的でありますが、この条例は、地方

行政を担う自治体における法令の遵守、倫理

の保持等について組織的に取り組む体制を整

備する必要があるという全国的な動向を受け

まして、行政運営における法令の遵守につい

て定める美幌町自治基本条例第４３条の規定

を具体化する条例として制定するものであり

ます。

条例は、法令遵守を確保する具体的な手段

として、三つの制度及び原理原則の整備及び

確認を柱としております。

一つは、行政運営の違法行為に対する公益

通報（内部告発）制度の整備、二つ目は、外

部からの不当要求行為に対する体制の整備、

三つ目は、関係法令に基づく職員等の倫理原

則の確認であります。

制定内容につきましては、まず１点目は、

総則、職員の倫理原則等ということで、一つ

目、条例の目的、用語の定義、二つ目、職員

の倫理原則、町の執行機関の責務、三つ目、

法令遵守審査会（外部委員会）の設置、外部

人材を附属機関の委員として活用する組織を

定めるもので、通報・調査等を担う相談調査

員の二重構造としております。

大きく二つ目、公益通報制度（職員等から

の内部告発）でありますが、１点目、公益通

報の方法、事前相談の規定、二つ目、公益通

報事実の調査、三つ目、審査会の審査及び是

正勧告等の規定、四つ目、町の執行機関によ

る是正措置等の規定、五つ目、公益通報者等

の保護の規定。

大きく三つ目は、不当要求行為に対する措

置ということで、外部からの違法行為への対

策であります。１点目は、要望、提案等に対

する基本原則の規定、二つ目、不当要求行為

に対する措置等の規定、三つ目、不当要求行

為にかかわる職員等の保護に関する規定であ

ります。
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大きな四つ目として、その他ということ

で、一つは、運用状況の公表に関する規定、

二つ目は、規則への委任規定、三つ目には、

関係条例の改正規定でございます。

根拠法令等につきましては、美幌町自治基

本条例第４３条、地方自治法、地方公務員

法、公益通報者保護法などでございます。

施行日は、平成２７年６月１日でございま

す。

次に、議案に戻っていただきまして、議案

の２２６ページをお開きいただきたいと思い

ます。

議案第１５号美幌町職員の給与に関する条

例の一部を改正する条例制定について御説明

を申し上げます。

美幌町職員の給与に関する条例の一部を改

正する条例を次のように制定しようとすると

いうことで、制定内容につきましては参考資

料で御説明いたしますので、参考資料の１９

ページをお開きいただきたいと思います。

資料１１、議案第１５号関係、条例名、美

幌町職員の給与等に関する条例の一部を改正

する条例。

改正目的でありますけれども、平成２６年

度人事院勧告による給与制度の総合的見直し

に伴う等の条例の一部を改正しようとするも

のでございます。

改正内容につきましては、まず１点目の給

料でありますが、給与制度の総合的見直しに

係る人事院勧告に基づき、民間賃金の低い地

域における官民給与の実情をより適切に反映

するため、給料表水準を平均２％引き下げる

ものでございます。

なお、５５歳を超えて６級の給料表が適用

される職員につきましては、給料の減額措

置、１.５％の減額をしておりますが、この

期間を平成３０年３月３１日まで延期するも

のでございます。

二つ目、昇給制度の見直し。

５５歳に達した日の属する年度の末日を超

えて在職する職員の昇給を２号俸とするもの

でございます。

三つ目、経過措置。

改定後の給料月額が、切りかえ日、平成２

７年４月１日の前日において受けていた給料

月額に達しない場合は、平成３０年３月３１

日までの間、差額を支給するというものでご

ざいます。

４点目、育児又は介護を行う職員の早出遅

出勤務でございます。

小学校入学前の子を養育する職員や学童保

育を行う施設にその子を出迎えるために赴く

職員が請求した場合に、公務に支障がある場

合を除き、１日の勤務時間７時間４５分を変

えることなく、始業・終業の時刻を繰り上げ

または繰り下げて勤務することができるもの

でございます。

また、要介護者を介護する職員についても

この規定を準用するものでございます。

施行日につきましては、平成２７年４月１

日でございます。

なお、２０ページから３８ページに給料表

比較表及び条例の新旧対照表を添付しており

ますので、御参考にしていただきたいと思い

ます。

それでは、議案に戻っていただきまして、

議案の２３８ページをお開きいただきたいと

思います。

議案第１６号美幌町職員等の旅費に関する

条例の一部を改正する条例について御説明を

申し上げます。

美幌町職員等の旅費に関する条例の一部を

改正する条例を次のように制定しようとする

ということで、制定内容につきましては参考

資料でご説明いたしますので、参考資料の３

９ページをお開きいただきたいと思います。

資料１２、議案第１６号関係、美幌町職員

等の旅費に関する条例の一部を改正する条

例。

改正目的でありますが、職員等の赴任に伴

う住所または居所の移転について、路程等に

応じ定額を支給する移転料を、国家公務員に

準じて実態に合った額で支給できるよう改正

を行おうとするものでございます。
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改正内容につきましては、１点目、移転を

行う場合にその費用を賄うものとして支給さ

れている移転料について、国家公務員等の旅

費に関する法律に倣った金額を支給できるよ

う改正するものでございます。

また、町長、副町長、教育長、病院長の支

給額を職員の支給額に統一するものでござい

ます。

路程ごとの移転料の現行及び改定後の額に

つきましては、下欄にある表のとおりでござ

います。

２点目、引用条項、字句の整理を行おうと

するものでございます。

施行日につきましては、平成２７年４月１

日でございます。

なお、４０ページから４１ページに新旧対

照表を添付しておりますので、御参考にして

いただきたいと思います。

議案に戻っていただきまして、議案の２３

９ページをお開きいただきたいと思います。

議案第１７号美幌町税条例の一部を改正す

る条例制定について御説明を申し上げます。

美幌町税条例の一部を改正する条例の一部

を次のように制定しようとするということ

で、制定内容につきましては参考資料で御説

明を申し上げますので、参考資料の４２、４

３ページをお開きいただきたいと思います。

資料１３、議案第１７号関係、条例名、美

幌町税条例の一部を改正する条例。

制定目的でありますが、地方税法の一部改

正に伴いまして、所要の税条例の改正を行お

うとするものでございます。

改正内容でありますけれども、まずは大き

く１点目、個人町民税であります。

その一つ目、現行制度では、他の市町村へ

転出した場合は、公的年金からの特別徴収を

中止し、普通徴収に切りかえることとなって

おりますけれども、特別徴収を継続できるよ

う規定の整備を行おうとするものでございま

す。

また、年金支給の際に徴収される個人町民

税額を平準化させるために、公的年金からの

特別徴収における仮徴収額の算定方法が見直

されることにより、所要の規定の整備を行お

うということで、下記の表に記載のとおり、

前期に徴収する―前期というのは４月、６

月、８月でありますが、前期に徴収する仮徴

収税額の算出に当たって、上段に現行という

ことで書いてありますが、現行では、前年度

の後期に徴収した本徴収総額の３分の１とし

ていたものを、平準化を図るために前年度の

年税額の６０分の１に改正をしようとするも

のでございます。

施行は、平成２８年１０月１日でございま

す。

二つ目、公社債等の利子・譲渡損益に対す

る課税と上場株式等の配当・譲渡損益に対す

る課税が一体化されることにより、個人投資

家が課税方法に左右されずに金融商品を選択

できるよう、個人町民税の課税方法が改正さ

れることに伴う所要の規定の整備を行おうと

するものでございます。

公社債等では利子及び譲渡損益、上場株式

等では配当と譲渡損益がございますが、それ

ぞれ現行に記載のとおり課税方式が異なって

おります。現行は異なっておりますが、これ

を改正後は、記載のとおり、申告分離課税５

％で損益通算も可能ということに一体化をす

るものでございます。

施行は、平成２９年１月１日でございま

す。

次に、４３ページをお開きいただきたいと

思います。

その他ということで、一つ目は、地方税法

の改正に伴う引用条項、字句の整理及び削除

を行うもの。二つ目は、先ほど御説明いたし

ました金融所得課税の一体化により、個人町

民税の課税方式が改正されることに伴いまし

て、国民健康保険税の課税対象所得の範囲を

整理しようとするものでございます。

根拠法令につきましては、地方税法でござ

います。

なお、参考資料の４４ページから５２ペー

ジに新旧対照表を添付しておりますので、御
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参考にしていただきたいと思います。

○議長（古舘繁夫君） 農業委員会事務局

長。

○農業委員会事務局長（西 俊男君） 議案

の２４３ページをお開きください。

議案第１８号美幌町手数料徴収条例の一部

を改正する条例制定についてを説明申し上げ

ます。

美幌町手数料条例の一部を改正する条例を

次のように制定する。

記以下につきましては参考資料で御説明し

ますので、参考資料の５３ページをお開きく

ださい。

資料１４、議案第１８号関係、条例名、美

幌町手数料徴収条例であります。

改正の目的としては、法律の改正等に伴い

条例の一部を改正するものです。

改正内容について、一つ目ですけれども、

農地に関する情報提供の一環として、農地台

帳に記載された事項を公表することとして改

正されたもので、改正項目の美幌町手数料徴

収条例の別表の２１、農業委員会が発する諸

証明等として、農地台帳記録事項要約書の交

付について、一筆につき４００円を追加改正

するものです。

根拠法令等は農地法、施行日は平成２７年

４月１日です。

以上、御説明申し上げましたので、よろし

くお願いいたします。

○議長（古舘繁夫君） 建設水道部長。

○建設水道部長（矢萩 浩君） 続きまし

て、改正内容の二つ目、長期優良住宅の認定

に係る手数料について御説明申し上げます。

別表の３４項であります。

これまでは、長期優良住宅の認定に際し、

登録住宅性能評価機関の適合証の交付を受け

ていない住宅と受けた住宅の手数料を規定し

ておりましたが、平成２６年８月に国からの

要請があり、平成１２年４月に施行された住

宅の品質確保の促進に関する法律による住宅

性能評価書の交付を受けた住宅についても認

定事務を行うため、それに伴う手数料徴収の

ため改正するものであります。

手数料の額につきましては、記載の表のと

おり、住宅の戸数が１戸の場合は１棟につき

２万１,３００円、２戸以上の場合は１棟に

つき６万７,７００円であります。

施行期日は平成２７年４月１日でありま

す。

次に、一つ飛んで、４、建築基準法の改正

に伴う別表の改正であります。

別表の３１項の建築確認・計画通知及び完

了検査申請・完了通知手数料及び３４項の長

期優良住宅建築等計画認定申請手数料関係に

ついてであります。

一定規模以上の建築物については、建築主

事が確認処分に際し、第三者の構造計算適合

性判定機関の判定通知を受けなければ、確認

済み証の交付ができないこととなっておりま

す。

これまでの手続の流れにつきまして、建築

主事が確認申請の受け付けの際に構造計算適

合性判定機関への申請手数料を申請者より歳

入で徴収し、委託する構造計算適合性判定機

関へ歳出で納付する形でありましたが、平成

２６年６月４日交付の改正建築基準法によ

り、申請者みずからが構造計算適合性判定機

関へ直接依頼して手数料を納付し、町への確

認申請を行うこととなることから、町手数料

条例第３１項備考２に記載の手数料を、建築

基準法の一部改正が施行となる平成２７年６

月１日より削除するものであります。

また、この構造計算適合性判定手数料に関

する一部削除に連動し、長期優良住宅認定手

数料についても備考２の一部を削除するもの

であります。

この部分の施行期日は、平成２７年６月１

日であります。

根拠法令は、建築基準法であります。

以上、よろしくお願いいたします。

○議長（古舘繁夫君） 経済部長。

○経済部長（広島 学君） 同じく、改正内

容の３項目目でございます。

法律名の改正に伴う別表の改正ですけれど
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も、別表中の２３項、根拠法令であります鳥

獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律が鳥

獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関す

る法律に改正されましたので、改正を行うも

のでございます。

金額等についての改正はございません。

施行日につきましては、改正後の法律施行

日と同じ平成２７年５月２９日でございま

す。

１から４までの根拠法令につきましては、

農地法、長期優良住宅の普及の促進に関する

法律、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正

化に関する法律、建築基準法であります。

以上、御説明をさせていただきました。よ

ろしくお願いいたします。

─────────────────────

◎延会の議決

○議長（古舘繁夫君） お諮りします。

本日の会議は、これで延会いたしたいと思

いますが、これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（古舘繁夫君） 異議なしと認めま

す。

したがって、本日はこれで延会することに

決定しました。

─────────────────────

◎延会宣告

○議長（古舘繁夫君） 本日は、これで延会

します。

御苦労さまでした。

午後 ３時５５分 延会
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美 幌 町 議 会 議 長
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